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宇
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fトう

宇
佐
八
幡
宮
は
全
国
に
存
在
す
る
神
社
の
中
で
も
最
も
数
多
い
八
幡
宮
の
総
社
と
し
て
周
知
の
神
社
で
あ
る
。

乙
と
に
わ
が
国
古
代
、
中
世

に
お
い
て
は
伊
勢
神
宮
に
つ
ぐ
二
大
宗
廟
と
さ
れ
て
朝
野
の
崇
敬
を
集
め
て
来
た
。

宇
佐
八
幡
宮
は
そ
の
起
源
の
特
異
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
元
来
一
地
方
神
に
過
ぎ
な
か
っ
た
に
も
か
』
わ
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
中
央
に
進

出
し
た
の
も
人
小
良
川
代
で
あ
っ
て
他
の
神
社
に
比
し
て
新
し
く
、
忽
ち
に
し
て
宗
廟
の
地
位
を
山
め
た
そ
の
舵
史
は
あ
ら
ゆ
る
町
で
特
異
な
存

花
で
あ
る
と
い
え
よ
う

奈
良
川
代
級
則
に
お
い
て
、
国
家
的
中
件
で
あ
っ
た
「
道
鋭
事
件
」
に
も
宇
佐
八
幡
。
宇
佐
神
峨
聞
は
多
大
の
山
係
を
有
し
｜
｜
結
川
は
八

幡
利
峨
川
の
中
央
政
椛
と
の
結
托
に
よ
る
利
椛
を
芯
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
｜
｜
そ
れ
以
米
、
中
央
進
出
を
容
易
に
し
、
そ
の
地
位
を
確
立

し
た
。
宇
佐
悦
と
し
て
伊
勢
に
対
す
る
と
同
州
仰
に
、
天
引
即
位
、
国
家
の
大
事
を
奉
告
す
る
勅
使
が
派
遣
さ
れ
る
慣
例
も
、
中
央
に
対
す
る
字

佐
八
幡
の
地
位
が
認
承
さ
れ
た
の
に
外
な
ら
な
い
。

単
に
九
州
の
出
火
を
見
る
場
人
口
に
お
い
て
も
、
大
宰
府
と
の
関
係
や
九
州
全
域
に
分
布
し
た
神
領
庄
園
の
存
在
は
庄
国
制
研
究
の
上
に
お
い

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
）
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佐
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1】

て
も
宇
佐
宮
を
無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
宇
佐
八
幡
宮
に
関
す
る
論
考
は
以
上
の
こ
と
か
ら
も
数
多
く
行
わ
れ
て
照
る
が
、

乙
』
で
は
宇
佐
官
と
中
央
と
の
関
係
の
中
で
、
そ
の
一
部
分
を
占
め
る
宇
佐
使
に
つ
い
て
述
べ
て
見
た
い
。

）
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註

宇
佐
八
橋
官
の
創
砲
は
こ
と
に
そ
の
発
以
ぶ
り
が
著
し
い
と
こ
ろ
か

ら
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
そ
の
論
考
は
脚
押
し
い
。
創
杷
に
つ

い
て
は
、
二
宮
正
彦
氏
「
八
幡
大
神
の
創
胞
に
つ
い
て
」
（
続
日
本
紀

研
究
九
l
四
1
六
号
）
に
そ
の
研
究
成
巣
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
諸

論
考
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
宇
佐
wm領
庄
園
に
関
す
る
研

究
、
中
世
に
お
け
る
宇
佐
官
の
論
考
は
、
「
九
州
中
世
史
関
係
論
文
目

録
」
（
九
州
史
学

ω－
m号
）
及
び
「
九
州
古
代
史
論
文
目
録
｜
大
宰

府
以
前
l
」
（
古
代
文
化
十
七
｜
三
号
）
に
紛
介
さ
れ
て
い
る
。

（コ

宇
佐
伎
に
関
す
る
史
料
は
そ
の
国
家
的
性
格
よ
り
し
て
、
六
国
史
を
始
め
と
し
て
平
安
時
代
の
記
緑
類
に
記
載
さ
れ
て
附
り
、
決
し
て
齢
く

は
な
い
。
ま
た
江
戸
時
代
に
鎌
倉
末
以
来
中
絶
し
て
い
た
勅
使
派
遣
が
再
興
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
史
料
が
蒐
集
さ
れ
、
ま
た
明
治
初
年
に
も

勅
使
再
興
が
行
わ
れ
史
料
が
編
集
さ
れ
た
。
従
っ
て
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
な
が
ら
、
乙
れ
ら
は
有
職
、
故
実

を
目
的
と
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
宇
佐
官
と
の
関
係
、
宇
佐
使
発
遣
に
関
し
て
の
経
済
的
或
は
社
会
的
な
面
を
知
る
火
料
に
は
恵
ま
れ
な

ぃ
。
乙
と
に
京
都
よ
り
宇
佐
に
至
る
山
陽
道
、
盟
戸
前
国
内
の
沿
道
に
お
け
る
使
の
駅
家
役
や
諸
国
に
お
け
る
負
担
状
況
な
ど
の
問
題
に
は
触
れ

る
と
こ
ろ
が
砂
い
。

宇
佐
使
に
閃
す
る
論
考
は
、
い
く
「
宇
佐
和
気
使
考
」

（
山
田
孝
雄
氏
「
国
体
の
本
耕
輔
」
所
収
昭
和
8
）

「
宇
佐
官
制
使
参
向
由
米
」

（
小
野
粉

氏
「
宇
佐
史
談
」
所
収
昭
和
臼
）
、

「
宇
佐
和
気
使
小
考
」

（
宮
崎
道
生
氏
「
史
学
雑
誌
日
2
号
、
昭
和
辺
」
な
ど
が
あ
り
、
宇
佐
使
そ
の
も
の
で
は

｛

3
v
 

（
新
城
山
口
巾
三
氏
、
附
和
鈎
）
が
あ
る
。

な
い
が
、
そ
の
交
通
史
的
諸
問
題
の
面
よ
り
考
察
を
加
え
ら
れ
た
「
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
」

乙
〉
で
は
こ
れ
ら
の
先
学
の
論
考
に
導
か
れ
て
、
主
と
し
て
宇
佐
使
発
遣
に
関
す
る
諸
問
題
を
述
べ
た
い
。



宇
佐
使
は
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
町
議
前
の
宇
佐
八
幡
宮
へ
、
奈
良
時
代
よ
り
国
家
の
変
事
、
大
事
あ
る
と
き
に
発
遣
さ
れ
た
が
、
後
K
．入自民

即
位
を
奉
告
す
る
勅
使
も
加
わ
り
、
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
公
卿
勅
使
に
次
ぐ
国
家
的
な
宮
伎
で
あ
っ
た
。
朝
廷
か
ら
諸
社
へ
の
奉
幣
使
は
、
二

十
二
社
、
十
六
社
あ
る
い
は
六
社
奉
幣
な
ど
数
多
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
宇
佐
使
は
八
十
島
使
と
同
じ
く
天
宅
即
位

κか
か
わ
る
と
と
も
に

一
方
重
大
事
件
に
お
い
て
発
進
さ
れ
た
の
で
単
な
る
宗
教
的
官
使
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
と
も
云
え
よ
う
。
従
っ
て
そ
の
発
端
は
全
く
の
臨
時
の

使
節
で
あ
っ
た
。

「
西
宮
記
臨
時
六
」
進
発
宇
佐
使
事
に
よ
れ
ば
、
天
皇
一
代
に
一
度
発
遣
す
る
一
代
一
度
奉
幣
使
、

天
皇
が
即
位
の
後
に
そ
れ
を
奉
告
す
る

勅
使
、
更
に
一
一
年
あ
る
い
は
三
年
毎
に
発
遣
さ
れ
る
恒
例
使
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
他
に
事
に
ふ
れ
て
発
進
す
る
臨
時
の
奉
幣
が
あ
り
、
天
災
・

争
乱
・
変
事
を
奉
告
し
、
そ
の
消
災
祈
願
の
使
者
が
あ
っ
た
。

乙
れ
ら
を
総
称
し
て
宇
佐
伎
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

宇
佐
使
の
発
泣
回
数
は
、
そ
の
起
源
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
天
平
三
年
（
七
三
一
〉
の
奉
幣
か
ら
数
え
て
、
）
鎌
倉
時
代
末
元
亨
元
年
ハ
一

｛
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一
一
一
一
一
一
）
を
も
っ
て
中
絶
す
る
ま
で
五
百
九
十
年
闘
に
二
百
四
と
い
う
数
に
と
り
、
一
二
年
に
一
度
と
い
う
割
合
に
な
る
。

伊
勢
神
宮
に
対
し
て

は
毎
年
九
月
十
一
口
の
列
幣
、
六
月
、
十
二
月
の
日
次
祭
、
神
嘗
祭
、
宇
佐
臨
時
奉
幣
に
相
当
す
る
公
卿
勅
伎
の
発
法
等
が
見
ら
れ
、
そ
の
凶

数
と
は
比
較
に
な
ち
な
い
が
、
平
安
・
鎌
倉
を
通
じ
で
、
設
前
国
宇
佐
と
京
都
と
の
間
に
ζ

の
様
に
矧
紫
に
交
辺
が
な
さ
れ
た
乙
と
は
、
た
と

え
勅
使
と
い
う
特
別
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
健
か
の
人
数
と
は
い
つ
で
も
、
交
通
史
上
か
ら
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

一
方
宇
佐
官
の
そ
う

し
た
宗
教
的
権
威
と
政
治
的
な
力
の
源
泉
、
供
給
源
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

宇
佐
官
と
中
央
政
，
川
と
の
結
び
つ
き
は
、
宇
佐
八
慨
が
史
料
に
姿
を
あ
ち
わ
す
時
川
か
ら
ま
も
な
く
行
わ
れ
て
い
る
。

【日｝

八
幡
神
の
発
現
、
創
犯
は
‘
後
世
の
縁
起
な
ど
に
よ
る
と
六
世
紀
半
の
欽
別
天
山
一
二
十
二
年
‘
大
林
比
義
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、

史
料
的
初
見
は
天
平
九
年
ハ
七
三
七
〉
で
あ
る
。
ハ
続
日
本
紀
〉
八
幡
材
は
元
来
、

宇
佐
地
方
の
一
ゑ
族
宇
佐
公
の
氏
族
称
比
呼
神
と
豊
前
に
広
汎

に
分
布
し
て
い
た
帰
化
系
氏
族
秦
氏
の

一
一
族
辛
島
勝
氏
の
信
奉
し
た
渡
来
神
又
は
筑
紫
に
発
生
し
た
原
始
的
産
金
守
護
神
と
・
も
さ
れ
る
八
幡

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
）

一



宇
佐
伎
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
）

四

神
が
合
体
し
て
成
立
発
展
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
朝
廷
と
宇
佐
八
幡
が
関
係
を
生
じ
た
の
は
こ
の
時
で
、
天
平
九
年
、
新

（

7
】

続
の
畑
山
礼
を
伊
勢
・
大
神
・
住
吉
・
呑
椎
と
八
幡
に
告
げ
る
奉
幣
使
を
派
遣
し
た
の
に
始
ま
る
。
次
で
天
平
十
一
一
年
（
七
四
O
〉
、
藤
原
広
嗣

（

B
V
 

の
乱
に
お
い
て
は
他
の
神
社
を
措
い
て
宇
佐
宮
の
み
に
戦
勝
を
祈
請
し
、
翌
年
一
一
一
月
に
は
奉
饗
の
た
め
に
錦
冠
、
経
典
、
度
者
、
封
戸
、
印
刷
な

｛

9
）

《

叩

）

ど
を
施
入
し
た
。
十
七
年
に
は
奉
幣
使
と
し
て
阿
倍
虫
麻
呂
が
派
泣
さ
れ
て
い
る
。

ζ

う
し
た
一
連
の
朝
廷
に
よ
る
宇
佐
八
幡
尊
崇
の
勘
き
陀

お
い
て
は
中
央
の
有
力
者
藤
原
氏
が
そ
の
山
自
の
中
臣
氏
と
神
事
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
八
幡
科
と
結
合
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、

早
く
宮
地
直
一
氏
や
中
野
幡
能
氏
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
）
大
宰
府
に
お
け
る
藤
原
氏
一
放
の
進
出
は
天
平
一
二
年
の
藤
原
氏
招
脈
問

円

uv

（
大
宰
帥
υ
、
天
平
四
年
弟
字
合
（
西
海
道
節
度
使
〉
同
九
年
の
大
宰
帥
、
広
嗣
の
大
宰
少
弐
任
官
等
が
あ
る
が
、
ベ
ヰ
三
年
、
九
年
の
八
幡

宮
奉
幣
と
一
致
す
る
と
乙
ろ
よ
り
は
け
る
・
も
の
で
あ
る
。

宇
佐
八
幡
宮
の
発
段
が
俄
に
画
期
的
と
な
る
の
は
東
大
寺
大
仏
鋳
造
に
際
し
て
、
奈
良
に
進
出
し
て
神
助
を
与
え
た
天
平
イ
五
年
（
七
四
三
）

か
ら
で
あ
る
。
宇
佐
の
地
お
よ
び
宇
佐
八
幡
は
仏
教
と
の
関
係
が
深
く
、

林
仏
習
合
が
行
わ
れ
た
最
も
早
い
地
域
で
あ
り
、

神
社
で
あ
っ
た

が
、
八
帰
神
の
呪
験
力
と
八
幡
神
を
支
え
る
帰
化
系
氏
族
（
秦
氏
と
そ
の
一
一
族
巴
半
島
氏
な
ど
）
の
産
金
技
術
で
も
っ
て
大
仏
鋳
造
と
い
う
越
大

な
費
用
と
労
働
を
擁
す
る
大
事
業
に
対
し
て
果
し
た
役
割
は
大
き
く
、
八
幡
と
仏
教
の
習
合
が
行
わ
れ
て
い
た
関
係
か
ら
も
朝
廷
に
お
け
る
仏

教
臨
（
降
の
趨
勢
に
も
采
じ
得
、
東
大
寺
造
仏
と
の
結
び
つ
き
も
容
易
に
な
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
の
八
幡
神
は
封
戸
、
位
聞
な
ど
を
授

け
ら
れ

躍
大
社
t乙
昇
格
し

創
砲

大の

型扇
町、W

3量
型科
温存

真正
言語
打蕗
苧姓
’Z と
;rrz. • 
Jζ 草

け言
。；乙

カ：s脚
光
を
浴
び
る
結
果
と
な
〈コ
fこ

（
七
五
回
V

回
肌
魁
事
件
に
よ
っ
て
、

し
か
し
、
天
平
勝
宝
六
年

朝
廷
の
信
仰
は
従
来
と
変
ら
ず
封
戸
の
増
加
が
続
き
、

大
神
氏
も
文
復
帰
し
た
。
乙
の
事
件
は
宇
佐
宮
内
部
の
勢
力
争
い
、

作
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
反
大
神
派
の
旧
来
の
宇
佐
氏
や
辛
山
崎
氏
の
神
宮
神
職
競
望
な
ど
が

宇
佐
官
が
再
び
朝
廷
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、
有
名
な
道
鏡
の
皇
位
顕
親
事
件
に
際
し
て
で
あ
る
。
神
諮
問
京
芸
コ
一
年
（
七
六
九
〉
、
太
宰
主
判
中



距
刑
内
山
刊
阿
曲
M
a麻
円
は
道
鏡
に
蝿
ぴ
で
、
八
嶋
神
の
神
託
と
称
し
、
道
銃
密
山
町
位
に
叩
く
べ
し
と
奏
し
た
。
朝
廷
で
は
と
の
神
託
の
真
偽
札
明
の

た
め
に
和
気
清
麻
日
を
宇
佐
に
派
遣
し
、
再
び
神
託
を
得
さ
し
め
た
が
、
’
有
名
な
「
我
国
開
閥
以
来
君
臣
定
突
、
以
目
為
君
未
之
有
也
」
と
い
う

神
託
が
生
ず
る
ま
で
に
は
、
宇
佐
宮
神
職
聞
の
道
鏡
や
そ
の
弟
大
宰
帥
弓
削
浄
人
に
阿
襖
す
る
行
動
等
も
あ
っ
て
、
中
立
的
な
和
気
清
麻
日
に

よ
っ
て
調
」
停
が
な
さ
れ
、
そ
の
決
然
た
る
行
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
清
麻
呂
の
大
隅
配
流
が
行
わ
れ
、
称
徳
天
皇

崩
御
に
よ
っ
て
近
付
組
が
失
脚
す
る
や
召
燥
さ
れ
、
宝
亀
二
年
ハ
七
七
一
〉
本
位
に
但
し
、
宮
前
守
陀
任
じ
ら
れ
た
。
山
山
以
前
守

κ着
任
す
る
や
中

Am〉

火
に
お
け
る
道
鏡
一
派
胡
斥
の
動
き
に
相
応
じ
て
、
宇
佐
宮
内
神
職
団
に
対
し
て
も
粛
正
す
る
手
段
に
出
た
。
約
一
鋭
に
対
す
る
託
宣
は
字
仇
氏

が
宇
佐
宮
内
に
お
け
る
地
位
を
獲
得
す
る
た
め
に
道
鏡
と
結
び
つ
き
大
村
氏
の
追
放
を
計
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
消
EMm
川
凸
の
粛

正
の
結
果
、
宇
佐
宮
内
に
お
け
る
大
神
、
宇
佐
、
辛
鳥
三
氏
の
競
望
を
仲
止
す
べ
く
、
神
官
司
祭
者
の
位
置
が
決
定
さ
れ
る
ζ

と
に
な
っ
た
。

結
果
的
に
は
宇
佐
一
氏
は
大
神
氏
の
地
位
（
大
宮
司
υ
を
得
な
か
っ
た
が
、
少
宮
司
と
し
て
宇
佐
官
内
の
地
位
を
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

《

mv

以
後
、
大
神
、
字
佐
二
氏
の
大
宮
司
織
を
め
ぐ
る
紅
争
は
撤
化
し
、
弘
仁
年
間
に
至
っ
て
大
神
氏
と
同
等
の
地
位
を
得
、
つ
い
に
寛
弘
六
年
宇

〔包〉

佐
相
規
の
大
宮
司
就
任
以
後
、
大
神
氏
を
圧
倒
し
て
宇
佐
官
領
の
拡
大
と
と
も
に
宇
佐
宮
最
高
司
祭
者
の
地
位
の
独
占
と
、
経
済
的
実
力
を
手

中
に
収
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

き
て
和
気
清
似
日
出
は
そ
の
後
、
桓
武
朝
め
律
令
制
再
建
政
治
を
推
進
し
た
土
返
勢
力
の
代
表
者
と
レ
て
活
躍
す
る
が
、
宇
佐
官
と
の
凶
係
は

（

mv 

バ
一
鏡
の
事
件
を
契
機
と
し
て
、
宇
佐
官
の
内
部
紅
争
に
介
入
し
結
果
的
に
は
中
央
政
府
の
統
制
支
配
下
に
組
入
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら

（お）

れ
る
。
以
下
に
述
べ
る
宇
佐
使
ζ

と
に
天
皇
即
位
の
度
の
奉
幣
使
に
必
ず
和
気
清
麻

E
の
子
孫
が
派
遣
さ
れ
る
例
と
な
り
、
宇
佐
和
気
使
と
も

（街、

称
さ
れ
、
和
気
氏
の
嫡
抗
を
宇
佐
和
気
氏
と
も
呼
ば
れ
る
枝
な
閣
係
を
も
つ
に
亙
っ
た
白
川
械
で
あ
ろ
う
。

註

ハ1
〉
乙
の
史
料
集
部
制
は
、
宇
佐
官
及
び
、
朝
廷
で
行
わ
れ
た
ら
し
く
、
現

在
、
宮
内
庁
番
陵
部
に
宇
佐
使
関
係
の
史
料
が
収
め
ら
れ
て
居
る

し
、
宇
佐
八
幡
宮
及
び
旧
社
’
M
か
に
も
総
々
な
も
の
が
所
蔵
さ
れ
て
い

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
怒
良
〉

王L



宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
）

る
。
例
え
ば
、
延
享
元
年
「
宇
佐
使
御
拝
祝
詞
之
事
」
、
「
宇
佐
使

次
第
」
、
文
化
元
年
で
は
「
宇
佐
使
発
造
次
第
」
「
宇
佐
使
発
迫
一

会
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
礼
儀
類
山
内
L

の
・
子
佐
使
に
閲
す
る
等

木
は
宇
佐
官
社
家
の
中
で
は
か
な
り
行
き
わ
た
っ
て
お
り
、
数
家
の

所
蔵
に
か
か
る
な
ど
そ
の
再
興
が
近
位
宇
佐
官
口
に
と
っ
て
重
要
な
関

心
事
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

（
2
〉
明
治
三
年
五
月
に
神
祇
官
へ
提
出
し
た
「

E

子
佐
使
旧
設
住
進
案
」
の

奥
蓄
に
よ
る
。

（
3
）
乙
れ
ら
の
諸
論
考
の
う
ち
、
前
三
者
は
い
づ
れ
も
戦
前
の
論
考
で
、

従
米
知
ら
れ
た
史
料
に
よ
り
、
そ
の
発
追
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
和
気
清
麻
川
T
U
及
び
和
気
氏
に
対
す
る
純
忠
と
か
伶
考
の
顕
彰

に
重
点
が
お
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
発
透
行
事
、
発
造
年
に
つ
い

て
詳
細
に
知
る
乙
と
が
で
き
る
。
新
城
氏
の
論
考
は
同
警
に
お
さ
め

ら
れ
た
一
平
安
貴
族
の
参
詣
」
の
項
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
国
司

制
度
の
亥
退
と
庄
園
制
の
発
展
と
宇
佐
使
駅
家
役
に
関
す
る
考
察
が

中
心
と
な
っ
て
居
り
、
前
者
と
は
民
（
る
新
し
い
見
方
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

乙
の
他
に
は
部
分
的
に
は
諸
論
文
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
、
例
え
ば
坂

本
太
郎
氏
「
上
代
の
駅
制
」
、
小
島
剣
作
氏
「
伊
勢
公
卿
勅
使
駅
家

役
と
社
寺
領
庄
園
」
（
経
史
地
理
幻

1
6号
）
で
あ
る
。
平
野
邦
雄

民
「
豊
前
の
条
里
と
国
府
」

1
1お
代
政
治
勢
力
の
所
在
を
め
ぐ
っ

て
！
｜
（
九
工
大
、
研
究
報
告
6
号〉

（4
u
天
平
三
年
、
奉
幣
と
い
う
乙
と
は
「
宇
佐
託
立
集
」
に
記
蛾
さ
れ
る

の
み
で
、
続
日
本
紀
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
。
従
つ
で
も
っ
と
も
早

い
ボ
幣
は
、
一
大
平
九
年
（
統
U
本
紀
）
と
す
る
万
が
良
い
と
忠
わ
れ

一
一
六

ヲ
Q

。

ハ
5
）
小
野
精
一
氏
は
二
二

O
固
と
さ
れ
ハ
「
宇
佐
史
談
」
口
｜
1
）
、
中

野
幡
能
氏
は
江
戸
時
代
の
再
興
と
合
わ
せ
て
一
一
一
六
回
と
さ
れ
る
。

（
「
和
気
消
麻
日
と
勅
使
」
ハ
問
和
問
十
一
年
、
宇
佐
神
宮
秘
史
民

同
録
の
解
説
に
よ
る
。
）
現
在
史
料
的
に
明
ら
か
な
も
の
を
数
え
れ

ば
、
天
平
九
年
よ
り
元
亨
元
年
ま
で
に
二
一
七
回
で
あ
る
。

（6
）
扶
桑
略
記
、
東
大
寺
要
録
四

（
7
）
続
日
本
紀
、
天
平
九
年
四
月
乙
巳
、
の
条

（8
〉
続
日
本
紀
、
天
平
十
二
年
十
年
壬
成
、
の
条

（
9
U
続
日
本
紀
、
天
平
十
三
年
間
三
川
叩
成
、
の
条

（
叩
〉
続
日
本
紀
、
天
平
十
七
年
九
月
叩
点
、
の
条

（日）
J

宮
地
氏
「
八
幡
宮
の
研
究
」
一
一
一
一
到
、
中
野
氏
一
宇
佐
八
阪
の
発

現
に
関
す
る
一
考
察
」
（
西
日
本
史
学
三
号
）

〈
ロ
〉
続
日
本
紀
、
天
平
三
年
九
月
奨
酒
、
の
条
及
び
「
公
卿
補
任
」
天
平

三
年
「
家
伝
」
下

（
日
）
続
日
本
紀
、
天
平
四
年
八
月
丁
亥
、
の
条

（M
〉
続
日
本
紀
、
一
大
平
勝
宝
六
年
十
一
月
叩
巾
の
条
、
同
年
十
一
月
丁
ぷ

の
条

（
日
）
続
日
本
紀
、
天
平
定
字
八
年
九
月
訟
へ
亥
の
条
及
び
続
日
本
紀
、
天
平

神
談
二
年
四
月
丙
申
の
条

（日
m
）
そ
の
他
は
、
奈
良
時
代
仏
教
の
問
題
で
あ
っ
た
民
間
の
呪
術
、

wm
祝

を
主
体
と
す
る
民
衆
の
仏
教
の
発
M
肢
が
大
仏
建
立
と
い
う
こ
と
で
、

一
日
一
は
そ
の
工
、
ネ
ル
ギ
i
が
利
用
き
れ
た
が
大
仏
の
完
成
と
と
も
に

ふ
た
』
ぴ
危
険
視
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
る
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
と
関
辿

し
て
、
八
慨
神
の
呪
術
的
な
一
而
、
大
川
氏
女
祢
究
社
女
の
呪
カ
な



ど
が
排
斥
忘
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
げ
）
続
日
本
紀
、
神
後
景
袋
一
二
年
九
月
己
刊
の
条

（
叩
凶
）
平
野
邦
情
剛
氏
「
和
気
清
’
M
呂
」
昭
和
三
一
十
九
年

ハ
川
口
）
ウ
ム
ね
四
年
正
月
二
日
、
時
点
前
悶
司
例
（
一
九
日
前
水
文
書
之
二
、
三
七
七

百円
4
）

（
却
）
平
野
邦
雄
氏
「
和
気
清
麻
呂
」
一
一
二
一
一
只
！
一
四
一
一
氏

円
引
叫
）
類
副
部
国
史
、
巻
十
九
「
神
宮
司
」
の
項
、
弘
仁
十
二
年
八
月
戊
寅
の

条

（
包
）
州
制
来
符
宵
一
抄
一
、
「
諸
神
宮
司
補
任
」
の
項
、
寛
弘
六
年
八
月
廿
三

口
太
政
官
問
符

（
羽
）
小
田
市
士
雄
氏
「
宇
佐
弥
動
神
寓
守
成
立
の
背
景
」
（
九
州
史
学
六

号
、
昭
和
三
十
二
年
十
月
）

（
引
品
）
道
鋭
事
件
に
お
け
る
和
気
前
麻
臼
の
働
き
肉
体
が
藤
原
氏
の
政
権
獲

（三）

得
の
た
め
の
策
謀
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、

最
近
は
和
気
清
臥
日
は
「
王
抑
制
に
珂
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
賞
候
閥

の
政
争
の
抑
制
努
力
と
し
て
款
場
す
る
析
し
い
士
パ
阜
市
日
僚
」
と
い
う

中
立
的
な
立
場
で
遊
鋭
の
事
件
K
関
係
し
た
と
い
わ
れ
る
。
（
平
野

氏
前
掲
書
及
び
「
称
徳
・
道
鋭
政
権
の
構
造
と
そ
の
展
開
」
中
川
収

氏
（
国
学
院
雑
誌
六
十
六
巻
七
号
）
）
な
お
和
十
泌
氏
と
宇
佐
は
単

κ

ζ

の
道
鋭
事
件
を
も
っ
て
そ
の
関
係
を
生
じ
た
の
で
は
な
く
て
、
市

麻
呂
と
深
い
関
係
を
生
じ
た
宇
佐
神
宮
神
職
問
と
は
お
互
に
帰
化
氏

族
秦
氏
と
の
関
係
の
上
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
と
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
（
平
野
氏
前
掲
官
二
九
六
一
氏
〉

〈
お
〉
侍
中
間
肘
要
八
、
「
和
気
消
日
駄
目
参
宇
佐
川
以
内
絵
詞
f

一

「
宇
佐
和
気
便
小
考
」
所
引
）

（
お
）
山
線
記
、
治
承
凶
年
八
月
廿
七
日
の
条

（
川
崎
道
生
氏

）
 

l
 

（
 
即
位
奉
告
便

i
和
気
使
｜

｛
子
佐
使
は
先
述
の
如
く
、
そ
の
成
立
の
相
違
に
よ
り
二
一
或
は
問
に
分
類
さ
れ
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

即
村
泰
止
口
位
は
別
に
和
気
使
と
も
呼
ば
れ
た
。
和
気
使
に
つ
い
て
は
先
に
も
ふ
れ
た

い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
略
述
す
る

「
宇
佐
和
気
佼
小
考
」
陀
よ
っ
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て

た
の
は
、
仁
明
天
皇
、

天
長
イ
年
（
八
一
二
三
）
問
月
、

A
l
v
 

即
位
に
伊
勢
神
宮
以
下
の
天
神
地
祇
を
祭
り
、
奉
幣
す
る
乙
と
は
、
令
に
規
定
さ
れ
る
が
、
宇
佐
宮
に
叩
北
中
本
件
が
行
わ
れ

天
皇
の
譲
位
、

和
気
清
麻
円
の
子
真
鯛
が
宇
佐
宮
・
禾
刊
叫
悦
廟
に
天
引
の
即
位
を
告
げ
る
使
者
に
遊
ば
れ

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
量
買
）

ーじ



宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
）

《

2）

た
の
が
初
日
比
で
あ
る
。
天
長
年
中
に
至
っ
て
、
仁
明
天
自
主
の
即
位
に
特
に
奉
告
使
を
派
遣
し
た
理
由
と
し
て
は
従
来
の
慣
例
K
従
っ
た
の
で
あ

一
一
八

ろ
う
が
、
次
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
天
長
元
年
（
八
三
四
〉
九
月
に
、

議
麻
目
の
子
真
綱
・
広
世
の
奏
請
に
基
い
て
、

和
気
氏
の
氏
寺
で

あ
っ
た
河
内
国
の
神
願
寺
が
京
都
高
尾
に
移
さ
れ
て
、
村
護
国
粋
真
言
寺
が
成
立
し
た
が
、
と
う
し
た
造
寺
は
和
気
清
瓜
日
と
八
橋
神
と
の
約

束
で
あ
っ
た
と
い
い
、
和
気
氏
は
平
安
仏
教
こ
と
に
最
泣
・
空
海
の
外
護
者
で
あ
っ
て
、
真
言
・
天
台
の
護
国
仏
教
の
成
立
に
も
大
き
く
関
与

し
た
こ
と
が
彼
ら
の
奏
請
と
も
闘
連
し
、
か
つ
て
宇
佐
に
使
し
て
国
家
の
危
機
を
救
っ
た
と
い
う
清
麻
呂
が
強
く
再
認
識
さ
れ
て
、
仁
明
の
即

位
に
際
レ
て
佳
例
と
し
て
う
け
つ
が
れ
、
そ
の
子
貫
一
綱
が
選
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
或
は
宇
佐
和
気
伎
の
構
想
は
か
つ
て
泊
麻
日

の
言
に
よ
っ
て
皇
位
争
得
た
光
仁
系
の
天
皇
民
対
し
、
そ
の
功
績
を
即
位
の
度
に
宮
廷
内
の
人
々
に
よ
み
が
え
ら
せ
、
か
つ
和
気
氏
の
朝
廷
内

に
お
け
る
政
治
的
地
位
の
保
持
を
期
し
た
広
世
、
真
綱
の
政
治
的
セ
ン
ス
の
あ
ら
わ
れ
が
上
表
文
と
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

そ
の
後
、
即
位
に
は
貞
観
元
年
（
清
和
）
和
気
巨
範
、
元
鹿
八
年
（
光
孝
）
の
和
気
勢
範
、
寛
平
九
年
〈
醗
醐
V

和
気
時
雨
よ
り
、
後
醍
醐

天
皇
、
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
和
気
嗣
成
ま
で
の
照
代
天
皇
の
即
位
奉
告
に
は
和
気
氏
が
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
、
三
文
徳
天
皇
（
嘉
一
水

一
二
年
）
、
阪
成
天
皇
（
一
川
慶
元
年
）
は
和
気
氏
で
は
な
く
‘
高
原
王
で
あ
り
、
花
原
友
子
で
あ
る
の
で
宇
佐
即
位
奉
幣
使
が
開
始
さ
れ
た
当
初

は
必
ず
し
も
和
気
氏
と
は
限
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

即
位
芝
口
の
宇
佐
使
は
、
西
宮
記

κ
「
和
気
氏
五
位
一
一
概

r似
（
下
略
）
」
と
あ
り
、
北
山
抄
、
宇
佐
使
立
事
K
「
即
位
之
初
、
遺
和
気

氏
者
、
（
中
略
）
尋
常
不
必
具
神
宝
等
、
担
有
御
鏑
五
々
、
往
代
御
即
位
時
、
奉
違
和
気
氏
井
御
神
宝
仙
悦
等
（
下
略
〉
」
、
侍
中
肝
要
に
も

「
宇
佐
使
間
続
十
刊
日
計
時
間
一
御
」
な
ど
と
い
づ
れ
も
、
和
気
氏
五
位
と
見
え
て
、
か
つ
て
宇
佐
へ
使
し
た
消
麻
呂
が
従
五
位
下
で
あ

【

4
v

っ
た
故
事
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
和
気
氏
が
平
安
時
代
中
期
以
後
次
第
に
衰
微
し
て
い
っ
た
時
に
、
即
位
に
際
し
て
新
た
に
五
位

κ給
爵
さ
れ
、
勅
使
を
動
仕
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
大
体
は
和
気
氏
氏
長
者
或
は
正
流
を
え
ら
び
従
五
位
ド
を
校
け
、
戒
は
昇
殿
を
粧
し
使
を

奉
仕
せ
し
め
た
。
和
気
使
に
限
ら
ず
勅
使
を
五
位
児
叙
し
、
昇
殿
を
聴
す
の
は
、
恒
例
臨
時
の
使
の
場
合
も
同
級
で
あ
り
、

寛
仁
一
冗
年
（
一

O



一
代
一
度
奉
幣
使
に
定
め
ら
れ
た
藤
原
良
頼
は
出
発
に
先
立
っ
て
、
九
月
十
四
日
昇
殿
を
聴
き
れ
、
承
脈
問
五
年
（
一

O
八
一
）
、

高
階
為
章
も
宇
佐
使
を
勤
仕
す
べ
し
と
い
う
乙
と
で
昇
殿
を
認
め
ら
れ
、
同
様
に
寛
治
四
年
（
一

O
九
O
）
、
藤
原
行
家
は
十
二
月
十
四
日
、
出

（

9
v
 

発
の
日
に
昇
殴
を
臆
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
り
、
殿
上
人
が
選
ば
れ
る
程
宇
佐
官
に
対
す
る
信
仰
が
厚
か
っ
た
が
、
次
第
に
儀
式
的
、
形
式
化
し
て

一
七
〉
十
月
、

い
っ
た
こ
と
は
宥
め
な
い
。
中
流
以
下
の
地
下
の
貴
族
連
に
と
っ
て
、
宇
佐
勅
使
選
定
に
当
る
こ
と
は
殿
上
人
と
な
れ
る
乙
と
で
あ
り
、
五
位

に
昇
進
山
米
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
も
中
期
以
降
、
そ
の
逓
送
が
円
滑
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
行
っ
た
時
色
料
伎
を
競
摂
す
る
乙
と
が

（叩〉

見
ら
れ
た
の
も
そ
う
し
た
路
次
の
労
苦
に
対
す
る
よ
り
も
昇
進
に
対
す
る
意
欲
が
作
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

(2) 

一
代
一
度
大
神
宝
使
（
宇
佐
神
宝
使
〉

一
代
一
代
と
は
、
天
息
即
位
後
一
代
に
一
度
諸
社
に
大
神
宝
使
を
派
遣
す
る
も
の
で
、

て
い
る
が
え
西
宮
記
に
は
分
け
て
記
し
、
後
一
条
天
引
即
位
後
の
長
和
五
年
（
一

O
二
ハ
）
に
は
和
気
疋
玄
が
即
位
奉
告
に
派
首
渇
さ
れ
た
後
、

円

nv

翌
年
寛
仁
元
年
十
月
、
一
代
一
度
奉
幣
の
宇
佐
使
に
藤
原
良
頼
が
定
め
ら
れ
た
と
と
か
ら
も
即
位
奉
告
と
は
異
な
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

大
体
、
天
皇
一
代
毎
に
派
遥
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
和
気
使
や
恒
例
使
と
合
す
る
場
合
も
見
ら
れ
る
で

神
｛
ぷ
と
は
‘
本
朝
世
紀
に
「
神
財
制
雌
幣
忠
則
撤
帥
内
側
」
と
あ

hwv左
経
甲
山
、
兵
範
記
、
一
一
一
長
記
な
ど
に
見
ら
れ
る
杭
な
、
会
話
、
鋼
、
錦

菜
、
主
側
、
鏡
、
鈴
、
弓
矢
枠
と
い
っ
た
祭
杷
用
の
も
の
や
御
利
休
の
装
束
類
を
始
め
と
し
て
神
宮
K
納
め
る
錦
、
線
、
布
な
ど
を
指
し
た
も

の
で
あ
り
、
伎
に
そ
え
て
神
宮
等
の
禄
判
と
す
る
絹
、
布
、
綿
な
ど
が
あ
っ
た
。
ま
た
こ
う
し
た
大
神
宝
使
の
勅
伎
が
中
絶
し
た
宅
町
時
代
に

「
八
嶋
官
の
研
究
」
で
は
町
品
川
の
奉
告
と
同
じ
と
し

至
っ
て
も
、
造
悦
の
行
わ
れ
た
後
に
は
、

蔵
人
所
よ
り
神
宝
を
送
っ
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。
応
永
廿
五
年
（
一
四
一
八
〉
よ
り
什
六
年
に
か
け

て
行
わ
れ
た
宇
佐
宮
造
営
時
に
は
、
神
体
装
束
と
し
て
法
休
御
服
一
揃
（
十
六
種
）
、
俗
休
御
装
束
（
十
五
和
〉
置
物
十
九
時
制
、
座
具
十
九
粧

が
送
進
さ
れ
て
い
ろ
。
こ
う
し
た
神
宝
と
は
要
す
る
に
神
殿
内
の
所
謂
御
神
体
と
称
せ
ら
れ
る
物
で
あ
り
、
そ
の
愚
代
で
あ
り
、
神
像
な
ど
の

装
束
類
及
び
そ
の
料
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
）

プL



宇
佐
伎
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
〉

。

、。。

神
宝
の
調
進
は
、
使
発
遣
の
日
時
が
定
め
ら
れ
る
と
そ
の
発
遣
の
前
に
宇
佐
神
宝
行
事
始
が
行
わ
れ
て
、
宇
佐
神
宮
行
事
一
町

rお
い
て
神
宝

が
調
進
さ
れ
、
出
発
の
自
に
天
皇
が
一
覧
す
る
例
で
あ
っ
た
。
行
事
所
は
作
物
所
ハ
西
宮
記
）
あ
る
い
は
造
物
所
ハ
一
一
一
五
翌
日
山
）
と
い
わ
れ
神
祇

官
に
置
か
れ
、
行
事
蔵
人
が
出
発
の
一
一
一
！
日
以
前
に
開
始
さ
せ
た
乙
と
が
知
ら
れ
る
（
三
長
記
〉
。
蔵
人
所
に
お
い
て
糊
し
た
日
時
に
よ
っ
て

開
始
さ
れ
る
と
行
事
蔵
人
が
諸
司
を
も
っ
て
行
事
所
と
な
し
て
神
空
及
び
装
束
等
を
調
え
る
こ
と
が
慣
例
で
あ
っ
た
（
西
宮
記
〉
。
以
上
は
全

て
い
恒
例
使
の
場
合
に
お
け
る
神
宝
の
調
進
で
あ
っ
た
が
、
神
宝
の
程
度
の
差
で
も
っ
て
大
神
宝
と
の
区
別
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
行
事
所
に

お
け
る
調
進
方
法
に
は
変
る
と
ζ

ろ
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

｛

m｝
 

る
絹
を
充
て
て
い
る
、
が
そ
の
後
ど
の
様
に
し
て
経
費
を
得
た
か
不
明
で
あ
る
。

｛

nv 

で
も
っ
て
捻
出
レ
、
諸
国
に
宛
催
し
た
燥
で
あ
る
。

乙
れ
ら
の
神
｛
玉
幣
吊
料
に
は
長
保
元
年
（
九
九
九
》
の
頃
に
は
大
宰
府
の
進
め

建
久
七
年
（
二
九
六
）
に
は
神
主
用
途
は
成
功
♀
日
官
V

宇
佐
神
宝
と
同
時
に
呑
椎
廟
の
神
宮
も
調
製
さ
れ
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
宇
佐
使
は
必
ず
呑
維
に
参
向
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
た
め
で

あ
る
。

(3) 

慣

i91J 

使

北
山
抄
六
宇
佐
使
立
事
に
も
「
恥
前
立
日
中
川
町
、
被
奉

使
者
、
無
有
年
限
、
而
近
例
三
年
一
度
奉
遺
云
》
」
と
見
え
て
、
三
年
ー
に
一
度
神
宝
を
調
進
し
奉
幣
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
宇
佐
行
幸

会
縁
起
に
よ
れ
ば
、

西
宮
記
臨
時
六
進
発
字
佐
使
事
の
条
に

「
恒
例
伎
、

隔
二
三
年
進
発
」
と
あ
り

村
服
神
｛
王
巻
六
年
一
度
貢
進
し
た
と
註
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

大
体
三
年
或
は
六
年
に
一
度
発
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

ぅ
。
拾
芥
抄
下
の
伊
勢
宇
佐
勅
使
始
に
は
昌
泰
元
年
〈
八
九
八
）
八
月
、
藤
原
如
道
を
も
っ
て
宇
佐
官
派
遣
勅
伎
の
始
と
す
る
の
は
、

『
古
事

類
苑
』
ハ
神
祇
部
）

K
も
述
べ
る
如
く
、

ニ
年
一
度
の
恒
例
伎
の
閥
始
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
来
は
事
あ
る
仰
に
発
進
さ
れ
た
の
が
醍

醐
天
弘
の
日
目
泰
明
よ
り
一
二
年
ー
一
度
の
行
事
と
定
ま
り
、

単
に
宇
佐
伎
と
い
う
と
き
は
大
休
乙
れ
を
称
し
た
も
の
と
凡
ら
れ
る
（
問
符
記
七
）
。

必
ず
し
も
三
年
（
戒
は
六
年
）
に
一
度
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
有
事
の
際
に
派
遣
さ
れ
た
の
が
十
世
紀
後
半
よ
り
頻
発
し
、
一
一
一
年
、
六



年
と
発
遣
さ
れ
、
即
位
奉
告
、
臨
時
と
合
致
し
て
、
連
続
、
隔
年
発
泣
と
い
う
状
態
も
起
る
程
で
あ
っ
た
。
大
体
に
お
い
て
鎌
余
前
期
承
久
元

摂
関
政
治
、
院
政
期
に
一
段
と
発
遣
が
増
加
し
、
更
に
平
安
末
期
の
争
乱
、
鎌
倉

幕
仰
の
成
立
と
政
治
的
な
変
遷
が
激
し
か
っ
た
時
期
に
多
く
の
発
遣
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
恒
例
使
と
は
限
ら
な
い
が
興
味
深
い
問

年
（
二
二
九
）
ま
で
こ
う
し
た
状
態
が
継
続
し
て
い
る
。

題
の
一
つ
で
あ
る
。

(4) 

臨

時

使

宇
佐
使
が
一
児
来
臨
時
の
使
節
で
あ
っ
た
乙
と
は
、
間
宮
記
、
北
山
抄
が
す
べ
て
臨
時
の
項
で
取
扱
い
、
延
夜
門
式
な
ど
に
も
規
定
さ
れ
な
い
所

よ
り
察
せ
ら
れ
る
。
和
気
治
’
駄
目
の
宇
佐
派
遣
も
全
く
国
家
的
変
事
に
よ
る
臨
時
の
使
者
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
宇
佐
使
木
米
の
姿
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
内
乱
、
外
冠
、
災
奥
、
革
命
な
ど
に
よ
る
発
遣
で
あ
っ
た
が
多
く
は
字
佐
使
（
何
例
）
に
托
し
て
窄
合
せ
し
め
る
例
と
な
っ
た

ょ
う
で
あ
っ
て
、
本
来
の
目
的
が
忘
ち
れ
て
慣
例
と
な
り
行
事
的
な
も
の
が
主
と
な
っ
た
事
を
一
不
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
例
を
掲
げ
る
と
、

内
乱
大
事
は
先
に
も
ふ
れ
た
天
平
十
一
一
年
（
七
四
O
）
藤
原
広
嗣
の
乱
に
お
い
て
戦
勝
を
祈
願
し
、

件
に
お
い
て
和
気
清
麻
門
T
け
を
派
遣
し
た
の
も
ζ

の
中
に
入
れ
ら
れ
る
。
天
慶
二
年
（
九
四
O
）
の
派
泣
、

道
鏡
の
事

天
鹿
三
年
ハ
九
州
一
）
小
野
好
白
、
五

円
明
副
）

年
（
九
間
二
）
四
月
の
小
野
道
臥
の
発
遣
は
い
づ
れ
も
東
西
賊
徒
す
な
わ
ち
平
将
門
、
藤
原
純
友
の
反
乱
に
お
け
る
事
幣
で
あ
っ
た
。

外
題
で
は
す
で
に
奈
良
時
代
に
対
新
縦
関
係
の
悪
化
に
お
い
て
芥
位
、
宇
佐
へ
の
奉
幣
が
見
ら
れ
た
が
、

《

お

）

（

泊

）

賊
’
の
貢
綿
船
掠
奪
に
よ
る
翌
年
二
月
の
大
中
臣
嗣
雄
の
宇
佐
芥
枇
、
宗
像
へ
の
奉
幣
が
あ
り
、
長
徳
コ
一
年
（
九
九
七
）
十
月
十
三
日
の
藤
原
質

方
発
遣
は
、
十
月
一
日
に
高
麗
人
の
鎮
西
入
患
を
大
宰
府
よ
り
報
告
し
た
た
め
で
あ
る
。
文
永
六
、
七
年
三
二
六
九
J
七
O
V
及
び
建
治
三
年

点
観
十
一
年
（
八
六
九
）
新
維
海

ハ
一
二
七
七
）
弘
安
一
一
一
年
（
一
二
八
O
〉
の
発
注
も
蒙
古
人
の
襲
来
に
対
す
る
祈
願
で
あ
り
、
報
饗
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
貞
観
七
年
（
八
六
五
）

に
は
阿
蘇
山
防
火
に
よ
る
奉
幣
ハ
三
代
実
録
）
、
臆
和
一
元
年
（
九
六
一
）
内
裏
火
災
ゃ
、

宇
佐
官
の
火
災
（
冶
安
二
年
）
、
寸
新
川
悦

一
九
清
水
宮

の
焼
亡
（
承
府
元
年
、
保
延
六
年
）
な
ど
の
ふ
ネ
ム
口
、
止
口
謝
が
行
な
わ
れ
た
。

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
山
氏
）



宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
〉

一一

宇
佐
使
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
如
く
四
種
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
発
遣
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
儀
式
的
行
事
が
な
さ
れ
た
。
し
か
も
平

安
時
代
を
通
じ
て
そ
う
し
た
使
者
の
発
遣
は
厳
重
に
執
行
さ
れ
た
ら
し
く
、
西
宮
記
、
北
山
抄
と
い
っ
た
故
実
書
に
は
最
も
詳
細
に
わ
た
っ
て

そ
の
儀
式
次
第
が
記
さ
れ
、
文
数
多
く
の
貴
族
の
日
記
類
に
も
宇
佐
使
に
関
す
る
記
事
は
概
ね
発
遣
の
式
次
第
に
及
ぶ
も
の
が
多
い
の
で
あ

る
。
鎌
倉
時
代
に
入
つ
で
も
、
ヱ
ム
菜
、
三
長
記
な
ど
や
は
り
前
代
に
引
つ
づ
い
て
詳
し
い
記
載
が
見
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
宇
佐
使
発

遣
が
当
時
の
朝
廷
内
、
貴
族
社
会
に
と
っ
て
も
走
大
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
窮
わ
れ
よ
う
。

宇
佐
使
発
遣
は
、
ま
ず
使
者
が
占
卜
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
乙
れ
は
前
述
の
如
く
、
即
位
奉
幣
の
時
は
和
気
氏
氏
長
者
、
一
此
流
の
適
格
者
か

ら
選
ば
れ
、
五
位
の
者
で
な
い
場
合
は
新
に
五
位
に
叙
し
、

し
か
も
昇
殿
を
臆
さ
れ
て
使
者
を
勤
仕
し

そ
の
他
の
奉
幣
の
以
人
口
も
五
位
の

者
、
或
は
殿
上
人
か
ら
選
定
さ
れ
る
慣
例
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
乙
の
場
合
も
同
様
に
、
使
者
と
な
っ
て
か
ら
昇
殿
聴
許
、
五
位
新
叙
が
行
な
わ

れ
た
。
使
者
の
選
定
は
発
遣
の
日
時
が
勘
定
さ
れ
、
神
宝
が
蔵
人
に
よ
っ
て
行
事
所
に
準
備
が
命
ぜ
ら
れ
る
と
行
な
わ
れ
た
。

康
和
五
年
（
一

お
そ
ら
く
乙
の
日
に
発
遣
の
日
が
定
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
十
一
月
七
日
に
な
っ
て
使
者
藤
原
実
明
に
選
定
が
告
げ
ら
れ
、
廿
四
日
に
出
発
し
て
い
弘
）

一
O
一
二
）
の
宇
佐
使
の
場
合
を
見
る
と
、

十
月
十
四
日
に
神
宝
始
が
行
な
わ
れ
、

天
永
三
年
ハ
一
一
一
一
一
〉
の
発
遣
も
、
十
月
十
一
日
に
右
少
弁
実
光
は
、
十
月
廿
五
日
の
発
遣
に
先
立
つ
乙
と
十
四
日
K
「
可
動
仕
宇
佐
使
、

於
殿
上
被
仰
」
て
い
る
の
で
、
他
の
例
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
選
定
も
本
人
と
の
か
か
わ
り
な
く
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
仁
安
三
年
（
一
二
ハ
八
）
前
後
の
’
宇
佐
伎
に
選
定
さ
れ
た
右
衛
門
佐
某
は
伎
に
点
ぜ
ら
れ
た
時
は
京
に
一
小
夜
で
あ
り
、

（沼）

そ
の
た
め
請
文
の
呈
出
を
催
促
さ
れ
て
い
る
程
で
あ
る
。
使
者
に
点
定
さ
れ
る
と
請
文
を
出
し
て
正
式
に
定
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

長
暦
四
年
（
一

O
四
O
）
十
月
の
蔵
人
所
牒
に
は
使
藤
原
泰
憲
、
ト
郎
行
盛
、

（お）

勅
伎
と
し
て
発
遣
さ
れ
た
人
員
構
成
は
、
そ
の
逓
送
を
命
じ
た
天
暦
四
年
九
月
十
三
日
の
太
政
官
符
に
使
藤
原
克
忠
、
卜
市
万
本
が
見
え
、

蔵
人
所
よ
り
の
小
舎
人
二
人
の
計
四
名
が
記
秘
さ
れ
、
仁
安
一
二

（お）

持
幣
白
川
問
人
の
計
八
名
が
あ
り
、

一
六
八
）
十
九
月
け
八
日
の
太
政
官
符
に
も
使
者
和
気
相
点
、

卜
部
伊
岐
致
安
、

左
右
近
衛
各
一
人
、

年
（



（

お

）

下
っ
て
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
八
月
十
二
日
の
宇
佐
八
幡
宮
使
牒
に
も
使
藤
原
明
範
、
主
典
伊
岐
宇
古
の
両
名
が
見
え
て
い
る
が
、
左
右
衛
門

府
の
衛
士
が
夫
々
一
名
宛
記
さ
れ
る
の
で
、
使
者
の
他
に
は
必
ず
卜
部
或
は
主
典
（
神
祇
官
の
主
典
で
あ
ろ
う
）
が
伴
い
、
近
衛
府
或
は
衛
門

府
の
衛
士
が
左
右
よ
り
一
名
宛
、
及
び
神
宝
を
運
送
す
る
持
幣
高
夫
（
左
経
記
）
が
随
行
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
天
府
阿
年
は
使
者
と
ト

部
で
あ
る
が
お
そ
ら
く
神
セ
運
送
夫
も
従
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
文
永
六
年
の
場
合
は
持
幣
夫
が
見
え
な
い
が
、
日
牒
の
奥
比
例
に
机
饗
八
前
と
あ

る
の
で
八
名
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
時
の
伝
馬
が
四
疋
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
或
は
鎌
倉
時
代
と
な
っ
て
発
泣
例
数
も
次
郊
に
減
少
し
た
時

の
使
者
で
あ
る
か
ら
四
名
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
乙
の
点
、
伊
勢
公
卿
勅
使
の
場
合
は
は
る
か
に
大
規
模
な
人
員
梢
成
で
あ
る
。
小

鼠
川
町
作
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
寛
治
四
年
の
勅
使
の
場
合
は
使
以
ド
一
制
使
、
中
臣
、
己
心
部
、
卜
部
、
神
部
等
に
夫
々
従
者
が
付
き
、
更
に
執
幣
、

馬
丁
、
飼
j
、
神
宝
持
な
ど
総
数
八
十
人
が
従
っ
た
。
そ
の
後
平
安
末
期
を
通
じ
て
そ
の
人
数
は
つ
ね
に
問
卜
人
を
加
え
る
多
数
で
あ
っ
た
。

｛

お

｝

仁
安
一
一
一
年
の
際
な
ど
は
一
行
総
数
二
百
七
十
人
に
上
り
、

鎌
倉
時
代
に
入
っ
た
寛
喜
三
年
の
時
に
は
八
百
余
人
に
達
し
た
（
民
経
記
〉
と
い

ぃ
、
路
次
の
供
給
の
困
難
さ
を
一
層
増
し
、

つ
い
に
は
発
遣
が
断
絶
す
る
に
至
る
要
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
比
し
、
宇
佐
使
は
和
気

氏
及
び
勅
使
に
つ
い
て
は
夫
々
従
者
を
伴
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
記
録
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。
伊
勢
勅
使
の
場
合
は
使
者
が
そ
れ
ぞ
れ
従
者
を
伴

ぃ
、
そ
れ
に
対
す
る
供
給
も
行
な
わ
せ
た
た
め
、
次
第
に
行
楽
的
気
酬
を
生
じ
て
彩
し
い
人
数
が
随
従
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い

ヲ。。
ト
部
が
必
ず
従
っ
た
の
は
、
八
十
島
使
に
心
ず
そ
れ
を
奉
仕
す
る
宮
主
が
神
祇
官
に
属
す
る
卜
部
の
中
か
ら
派
泣
さ
れ
た
の
と
同
様
な
意
味

（

お

）

（

川

刊

｝

を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
宇
佐
K
至
っ
て
卜
部
は
神
宝
の
勘
波
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
本
来
の
性
格
か
ら
神
｛
れ
を
送
跡
地
す
る
乙
と

K
つ

い
て
の
支
配
管
理
を
司
っ
た
も
の
で
あ
ろ

hr）

衛
士
は
い
う
ま
で
も
な
く
使
者
の
護
衛
で
あ
ろ
う
。

き
て
使
者
も
決
定
し
、
神
宝
幣
吊
の
準
備
が
調
う
と
宣
命
草
及
び
消
書
、
官
符
、
牒
等
が
作
製
さ
れ
、
先
一
両
日
に
殿
上
に
お
い
て
使
者
の

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
）



宇
佐
川
伐
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
富
山
良
）

四

践
が
行
な
わ
れ
る
。
文
左
府
寮
「
一
馬
」
が
神
馬
に
選
ば
れ
て
潔
漏
れ
川
が
与
え
ら
れ
る
。

い
よ
い
よ
発
遣
の
当
日
は
上
卿
が
お
仰
の
後
、
御
観

が
仔
な
わ
れ
、
宣
命
草
、
清
唯
一
一
百
を
炎
上
、

つ
い
で
行
一
炊
埴
に
お
い
て
夫
aV
の
神
宮
御
覧
の
行
事
が
あ
り
、
ー
和
気
作
恨
の
時
は
神
力
中
創
の
み
覧

じ
た
と
い
う
｜
次
に
神
馬
御
覧
が
行
な
わ
れ
、
一
一
一
廻
ち
引
く
の
が
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
使
を
陣
応
文
は
小
板
敷
陀
羽
じ
て
山
け
一
命
を
給
い
、
勅

命
を
含
ん
で
叫
｝
御
衣
一
叶
裂
を
下
賜
す
る
。
公
卿
勅
使
の
場
合
は
天
宅
自
ら
が
ι
一
一
口
某
を
賜
っ
た
が
、
宇
佐
使
へ
は
上
卿
が
取
次
い
だ
。
陣
に
帰
つ

て
官
符
に
山
門
印
が
行
な
わ
れ
、
駅
鈴
が
下
さ
れ
、
神
馬
に
対
レ
て
は
御
馬
宣
旨
が
給
き
れ
給
政
請
印
を
す
ま
じ
て
退
出
、
使
者
は
内
誠
寮
よ
り
巡

発
し
た
。
使
者
は
宜
A
聞
を
は
じ
め
と
レ
て
、
逓
送
の
太
政
官
符
、
同
政
入
所
牒
、
緑
綿
山
口
待
、
御
馬
町
庁
、
村
主
幣
白
巾
目
抜
等
の
じ
父
市
を
持
参
し
た
。

（侶）

宇
佐
へ
の
奉
幣
時
に
は
禿
椎
宮
へ
も
同
時
に
行
な
わ
れ
、
当
初
宇
佐
芥
枇
伎
と
も
称
さ
れ
た
如
く
、
字
佐
伎
に
托
し
て
行
な
っ
た
。
開
始
さ

｛制）

れ
た
初
期
の
国
ハ
寛
平
九
年
1
天
鹿
九
年
）
は
宇
佐
に
王
っ
て
か
ら
芥
椛
の
幣
料
を
分
け
た
如
く
で
あ
る
が
、
後
に
は
円
以
初
か
ら
宇
佐
、
末
H

椎

〔
店
N
V

の
神
宇
一
は
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
使
に
給
す
る
禄
と
し
て
太
宰
府
府
庫
の
制
綿
が
給
せ
ら
れ
た
。
禄
綿
｛
問
符
を
和
気
使
を
除
い
て
必
ず
与
え
ら
れ
た
の
で
使
者
は
宇
佐
へ

一
り
き
、
東
げ
に
一
行
椎
に
奉
幣
し
で
太
宰
府
よ
り
禄
綿
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逓
送
に
関
し
て
は
後
述
す
る
が
太
政
官
符
を
大
半
府
に
向
う
諸
問

司
に
下
し
、
川
一
送
を
疎
怠
な
〈
行
な
わ
し
め
、
更
に
厳
人
一
所
よ
り
、
使
者
の
路
次
の
儲
（
供
給
）
の
た
め
に
通
路
の
病
問
陀
慨
し
て
い
る
が
、
使

（

M
刊
）

路
次
の
供
給
は
魚
味
を
供
し
な
い
将
進
で
あ
っ
た
。
北
山
抄
に
は
「
沼
送

も
白
か
ら
時
次
の
国
々
に
巾
し
送
っ
て
供
給
を
依
頼
し
て
い
る
。

事
（
恥
中
）
近
例
不
給
所
牒
、
給
官
符
也
」
と
あ
っ
て
蔵
人
所
牒
が
見
ら
れ
ず
、
西
宮
記
六
に
も
与
え
な
い
が
、
中
右
記
（
大
治
五
年
l

）
コ
E
K
記

（
建
久
七
年
〉
に
も
蔵
人
所
牒
が
見
え
る
の
で
廃
止
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
校
に
し
て
出
発
し
、

そ
の
発
遣
さ
れ
る
の
は
、
元
米
が
臨
時
の
伎
で
あ
っ
た
か
ら
特
に
定
め
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
柄
一
例
使
、
神
｛
王

（仰）

｜
一
月
、
十
二
月
が
多
く
、
宇
佐
到
着
に
要
す
ろ
日
数
は
予
め
勘
定
さ
れ
、
山
川
発
に
除
し
て
勅
使
に
告
げ
ら
れ
る
。
完
治
問

位
は
大
休
卜
月
、

年
の
宇
佐
山
は
十
二
月
十
四
日
に
出
発
し
て
、
沢
月
十
一
一
一
日
宇
佐
参
宮
と
定
め
ら
れ
た
。

康
和
五
年
は
十
一
月
け
四
日
出
発
し
、
十
一
↑
尽
十
立



〈伺）

日
に
到
着
し
た
級
で
あ
る
。
所
要
日
数
は
－
十
六
日
、

一
一
十
一
日
と
一
定
は
し
て
い
な
い
。
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
砧
久
七
年
の
発
遣
に
お
い
て

は
十
一
刀
什
九
日
の
出
発
、
十
一
－
月
十
九
日
の
到
着
予
定
で
あ
っ
た
。

日
数
は
二
十
日
で
あ
る
ハ
コ
一
長
記
〉

ほ
Y
什
日
前
後
を
要
し
た
と
見

て
良
い
だ
ろ
う
。

勅
伎
の
参
引
い
日
が
予
め
定
め
ら
れ
た
の
は
、
中
右
記
に
も
見
え
る
如
く
、
朝
廷
に
お
い
て
天
引
が
そ
の
前
日
よ
り
「
御
精
進
、
U
M
M

断
机
校
生
」

し
、
服
喪
者
な
ど
は
参
内
毎
下
副
主
ぬ
担
で
、
あ
く
ま
で
も
勅
使
は
天
皇
の
代
別
と
し
て
、
そ
の
参
宮
の
日
に
は
工
人
叩
も
村
逃
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
宰
宮
と
同
じ
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
利
道
的
観
念
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

劫
伎
は
店
都
よ
り
、
大
卒
大
路
（
山
間
川
）
）
を
通
り
宇
佐
に
赴
い
た
。
九
州
に
入
っ
て
か
ら
は
宇
佐
迄
は
明
慌
に
は
知
り
え
な
い
が
、
古
代

の
交
通
路
は
門
司
社
崎
駅
か
ら
始
ま
り

山
日
川
訓
津
駅
よ
り
大
宰
・
肘
大
迫
よ
り
岐
れ
て

則
前
回
府
附
近
を
通
り
ん
j

似
駅
を
経
て
、
山
川
訟
、

日

向
、
大
隅
国
府
に
至
る
西
山
道
京
協
が
あ
っ
た
の
で
、

乙
れ
に
よ
っ
て
字
佐
へ
到
達
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宇
佐
伎
は
つ
ね
に
行
抑
制
へ
の
奉

幣
も
行
な
っ
た
の
で
、

一
円
一
宇
佐
に
到
り
、

そ
こ
よ
り
引
返
し
将
司
前
困
山
よ
り
冊
、
河
に
出
て
、
更
に
関
の
山
（
嘉
麻
郡
）
を
越
え
筑
前
綱
別
駅

を
通
り
、
伏
凡
駅
（
穂
波
郡
）
を
へ
て
氷
ノ
山
峠
を
越
し
葦
城
よ
り
大
宰
山
川
に
一
主
る
通
路
を
経
て
大
宰
府
に
至
り
、
更
に
大
巡
を
件
枇
に
向
つ

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

左
経
記
に
よ
れ
ば
、
江
仁
元
年
の
使
の
場
合
、
大
山
中
川
へ
行
き

そ
れ
よ
り
宇
佐
へ
参
る
と
と
に
な
っ
て
い
る
。
文
、
氷

門相｝

六
年
八
月
の
｛
子
供
伎
は
、
大
リ
川
下
山
に
牒
し
て
、
兼
ね
て
筑
前
島
門
駅
家
紙
伎
の
こ
と
を
下
知
さ
せ
て
い
る
の
で
、
字

μ
へ
行
く
途
中
か
行
枇
へ

（
印
）

i
l
l
－、

t
f
T－H
i
－－
L

｜
山
刊
l

山
岨
じ
里
山
子
封
切

’
リ
う
，
「
〉
ど
〉
で
ま
よ
、
〉

h

z剥
ν
ヵ，’一カ
T
l
f
L
カ

い
づ
れ
に
し
て
も
脊
椎
宮
へ
は
大
宰
大
出
を
利
用
し
た
乙
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う

（
北
九
州
市
小
倉
区
到
律
〉
よ
り
大
路
に
川
、
つ
筑
前
独
見
〈
北
九
州
市
八
瞬
区
別
水
力
）
夜
久
（
同
八
橋
区
下
上
苧
き
の
次
に
仕
…
位
し
て
、
大
路
中
最
大

（

口

弘

）

（

同

品

）

の
駅
山
本
で
、
す
で
に
点
観
十
五
年
（
八
七
一
二
）
に
は
駅
の
渡
船
三
般
を
筑
前
回
貨
で
購
入
し
た
ζ

と
が
知
ら
れ
、
法
賀
川
に
面
し
た
所
前
水
駅

で
い
わ
ば
大
山
中
山
の
北
京
の
関
門
と
も
い
う
べ
き
要
地
で
あ
っ
た
。

平
安
川
代
中
則
以
降
、
宇
佐
佼
逓
送
、

時
次
の
供
給
が
間
郊
に
な
っ
て
以
米

従
来
隙
路
を
と
っ
た
発
泣
も
克
仁
元
年
（
一

O
一
七
〉
の
膝

宇
佐
伎
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
忠
良
）

五



一一一六（臼》

原
良
頼
の
大
神
宝
仙
が
播
踏
よ
り
船
を
利
用
し
て
瀬
戸
内
海
を
航
行
し
て
よ
り
、
海
路
を
と
る
の
が
慣
例
に
な
っ
た
。
海
路
を
と
っ
た
伎
が
字

（

弱

）

｛

弱

｝

佐
へ
そ
の
ま
冶
着
岸
し
た
か
、
門
司
に
上
陸
し
て
豊
前
圏
内
は
陸
路
を
利
用
し
た
か
は
窺
う
す
べ
も
な
い
が
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
O
）
の
勅

（
閉
山
｝

使
和
気
篤
成
の
参
宮
は
、
宇
佐
官
へ
着
く
以
前
に
字
佐
河
駅
館
に
到
着
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
豊
前
国
内
は
陸
路
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
忠
良
）

鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
も
（

EX治
二
年
）
宇
佐
使
は
海
路
を
と
り
、
九
州
に
入
つ
て
は
文
永
六
年
の
例
の
如
く
険
路
を
と
っ
た
。
江
戸
時
代
延
・
ド
チ

（

回

｝

一
見
年
（
一
七
問
問
）
に
再
興
さ
れ
た
宇
佐
使
発
泣
に
お
い
て
は
陸
院
を
通
り
、
政
初
に
宇
佐
に
来
て
、
更
に
宇
佐
よ
り
筑
前
芥
椎
に
参
向
し
た
。

乙
の
時
の
通
路
は
い
う
ま
で
も
な
く
山
断
道
、
中
津
街
道
（
小
倉
1
字
佐
）
で
、
帰
路
は
字
佐
を
発
ち
小
倉
に
山
て
刊
誌
崎
街
道
（
小
倉
1
木
出

瀬
）
を
へ
て
、
木
川
町
一
瀬
よ
り
植
木
（
鞍
手
耶
）
へ
出
て
、
赤
問
、
畦
町
（
宗
像
郡
）
を
通
り
香
椎
、
博
多
に
至
る
赤
間
道
で
あ
っ
た
。

(3) (2) (I) 

註

神
祇
令
第
六

続
日
本
後
記
、
元
長
十
年
四
月
五
日

類
液
同
史
、
天
長
元
年
九
月
壬
山
中
、
続

n本
後
記
、
天
長
十
年
十
月
戊

和
気
氏
は
消
’
M
同
の
曾
孫
、
時
雨
が
医
道
に
よ
っ
て
名
を
挙
げ
て
天
鱈
十

一
年
、
山
内
楽
一
凶
に
任
じ
ら
れ
て
以
来
代
々
医
術
の
家
と
し
て
朝
廷
に
は

残
り
え
た
が
、
も
は
や
清
腐
の
時
代
の
ご
と
く
・
閥
堂
に
お
け
る
地
位
は

確
保
で
き
な
か
っ
た
。
（
竹
内
理
三
氏
「
宇
佐
和
気
使
と
和
気
医
道
」

人
物
叢
書
附
録
二
一
二
号
）

御
堂
開
自
記
、
克
弘
年
十
月
十
四
日

総
同
組
、
長
元
九
年
八
月
廿
二
日
、
百
錬
抄
、
文
治
元
年
十
二
月
十
三

日
、
正
流
と
は
そ
の
ま
h
氏
長
者
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
消
騰
の
子
孫

正
世
の
子
相
法
、
相
成
凡
却
の
系
統
が
正
流
と
さ
れ
た
。
和
気
系
凶
に

(4) ）
 

に
υ（
 

）
 

nnu 
（
 

よ
れ
ば
、
崇
徳
天
皇
一
以
降
の
和
気
使
は
相
法
の
子
孫
に
限
ら
れ
て
い

’o
。

(10) (9) (8) (7) 

左
経
記
、
同
日
条

水
左
記
、
同
日
条

中
右
記
、
同
日
条

御
堂
関
白
記
、
寛
弘
九
年
間
十
月
十
四
日
、
純
国
記
、
長
元
九
年
八
月

け
二
日

同
書
、
一
四
九
頁

左
経
記
、
寛
仁
元
年
十
月
二
日

北
山
抄
六
、
宇
佐
使
立
事

同
醤
、
天
慶
元
年
十
月
九
日
、
壬
午
の
宇
佐
官
に
対
す
る
宣
命

左
経
記
、
寛
仁
元
年
十
月
二
日
、
神
沢
支
配
事

応
永
什
七
年
正
月
廿
五
日
、
蔵
人
所
宇
佐
町
神
宝
装
束
送
状
（
小
山
田

文
書
八
一
号
）

(16) (15) (14) (13) (12) (11) 



(I司

中
右
記
、
寛
治
八
年
十
月
十
一
日
に
神
宝
始
め
が
行
な
わ
れ
、
次
い
で

十
二
月
凶
日
発
迭
さ
れ
て
い
る
。

三
長
記
、
建
久
七
年
十
一
月
廿
八
日

西
宮
記
、
北
山
抄
を
は
じ
め
、
小
右
記
、
中
右
記
な
ど
の
臼
記
類
に
数

多
く
見
ら
れ
る
。

三
長
引
山
、
建
久
七
年
十
一
月
廿
八
日

小
お
記
、
溜
仁
元
年
十
月
十
二
日
、
巾
右
記
、
大
治
二
年
十
月
三
日

権
記
、
長
保
元
年
十
一
月
甘
七
臼

三
長
記
、
建
久
七
年
十
一
月
廿
九
日
、
兼
目
的
悦
沙
汰
事
等
と
し
て
「
用

途
一
事
、
百
付
成
功
之
輩
、
又
成
御
隙
仙
諮
問
幣
料
率
分
所
切
諸
国
」
と

見
え
る
。
発
遣
の
費
用
が
成
功
で
行
な
わ
れ
た
の
は
、
斎
宮
の
場
合
も

あ
る
の
で
、
宇
佐
使
神
宝
及
び
発
迫
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

宇
佐
伎
に
つ
い
て
の
記
事
に
は
必
ず
符
椎
へ
の
奉
幣
が
見
え
て
い
る
。

ま
た
宇
佐
香
椎
伎
と
も
称
せ
ら
れ
た
。
古
事
類
苑
、
神
砥
部
九
十
六
、

呑
惟
宮
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
小
右
記
、
長
元
五
年
十
二
月
三
日
の
条
に

一
山
土
佐
使
之
時
、
有
香
排
他
店
御
幣
、
此
皮
有
御
幣
、
日
疋
前
例
也
」
と
も

あ
る
。

「
宇
佐
使
旧
誼
注
進
案
」
に
当
官
私
記
に
あ
り
と
し
て
引
用
す
る
。
そ

の
史
料
的
価
値
は
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
充
分
に
は
信
が
置
け
な
い
。

本
朝
刊
紀
、
天
慶
元
年
十
月
八
日
、
辛
巳
の
条

本
湖
町
紀
、
天
殴
五
年
四
月
廿
七
日
、
市
山
一
肢
の
条
、
日
本
紀
略
二
、
同

日
の
条

日
本
ゴ
一
代
実
録
十
六

日
本
三
代
実
録
十
七

小
右
沼
山
、
岡
日
の
条

(19) (18) 帥倒帥帥白4)闘信司 (2&) 側仰）附

山
寸
佐
伎
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
一
忠
良
）

事3(31) 

殿
瞬
、
同
日
の
条

陽
明
文
庫
所
蔵
兵
範
記
、
仁
安
三
年
三
月
巻
裟
文
書
、
春
宮
大
進
某
書

状
〈
平
安
遺
文
凪
八
三
O
号）

類
衆
符
宣
抄
付

朝
野
群
載
二
十
、
大
宰
府

左
経
記
、
同
日
の
条

宇
佐
官
益
永
文
書

小
島
鉦
作
氏
「
伊
勢
公
卿
勅
使
駅
家
役
と
寺
社
領
庄
函
」
ハ
歴
史
地
理

五
十
七
巻
六
号
）

兵
範
記

泊
川
政
次
郎
氏
「
八
十
偽
祭
と
陰
防
近
（
そ
の
一
）
」
（
同
学
院
雑
誌

六
十
七
巻
一
号
）
昭
和
田
十
一
年
一
月

和
気
篤
成
参
宮
記
（
到
津
文
書
七
一
号
）
弘
安
三
年
一
月
十
六
日
の
宇

佐
使
和
気
篤
成
の
参
宮
の
さ
ま
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
奥
書
に
「
比

日
記
者
、
元
応
三
年
宣
月
十
五
日
、
擬
大
宮
司
章
一
料
宿
称
本
書
写
也
、

近
日
勅
使
可
参
宮
之
出
披
露
之
閥
、
為
存
知
候
」
と
あ
っ
て
鎌
怠
末
期

の
成
立
で
あ
る
と
と
が
知
ら
れ
、
最
後
の
宇
佐
使
と
な
っ
た
、
元
亨
元

年
二
月
の
中
市
幣
に
備
え
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ト
部
が
随
従
す
る
の
は
、
公
卿
勅
使
、
八
十
島
使
な
ど
に
も
見
ら
れ

る。

ζ

う
し
た
奉
幣
に
は
必
ず
参
加
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
託
官
一
を
受

け
る
場
合
も
必
ず
ト
部
に
よ
る
卜
食
を
経
て
か
ら
そ
れ
を
受
け
た
・
も
の

で
あ
る
。
（
「
八
幡
宮
の
研
究
」
四
七
頁
）

三
長
記
に
よ
れ
ば
、
「
御
在
位
可
久
之
由
被
仰
例
也
」
と
あ
る
。

中
見
一
平
四
年
九
月
一
目
、
藤
原
垣
求
の
宇
佐
香
椎
使
発
遥
が
用
語
の
初
見

で
あ
る
。
（
日
本
紀
略
前
一
統
二
十
〉

例帥働側）（お）｛切）倒。。。。(4事(42) 

ーむ



宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
志
良
〉

切）糊（紛師側 (45）榊

山
川
崎
道
生
氏
「
宇
佐
和
気
使
小
考
」
（
史
学
雑
誌
五
六

l
－一）

兵
筋
記
、
仁
安
三
年
五
月
廿
八
日
の
条
「
宇
佐
官
神
宝
目
録
」

中
右
記
、
大
治
五
年
十
一
月
十
九
日
、
裏
書

三
長
記
、
建
久
七
年
十
一
月
廿
九
日

中
右
記
、
同
日
条

張
、
氷
文
書
、
文
永
六
年
八
月
日
宇
佐
八
幡
宮
使
牒
案

白
川
門
駅
は
現
在
の
福
附
県
遠
賀
郡
芦
屋
町
と
も
遠
賀
町
山
岡
洋
と
も
い
わ

れ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
遠
賀
川
の
流
れ
に
而
し
た
地
で
あ
る
。

延
高
式
一
兵
部
省
諸
閏
駅
伝
馬
」
に
よ
れ
ば
、
筑
前
国
諸
釈
中
の
駅
．
烏

二
十
三
疋
で
最
も
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
類
田
県
三
代
格
十
八
駅
家
事

の
点
観
十
八
年
三
月
十
三
日
、
太
政
官
符
K
よ
れ
ば
島
門
駅
前
邪
の
修
理

は
肥
後
闘
を
し
て
行
な
わ
し
め
、
駅
け
一
ハ
は
筑
前
悶
が
供
し
て
い
た
。

日
本
一
一
一
代
実
録
二
十
三
、
貞
鋭
十
五
年
五
月
十
五
日
戊
況
の
条

十
江
経
記
、
寛
仁
元
年
十
月
十
日

で
一
説
、
文
治
元
年
十
月
十
七
日
、
文
治
二
年
七
月
二
日

一
二
八

事司

宇
佐
へ
そ
の
ま
』
着
い
た
と
は
余
り
考
え
ら
れ
な
い
が
、
宇
佐
官
近
辺

の
海
岸
に
和
気
と
い
う
地
が
あ
り
そ
乙
に
、
和
気
清
麿
船
繋
石
な
る
も

の
が
あ
る
。
単
な
る
伝
説
で
あ
り
、
奈
’
以
時
代
の
も
の
で
な
い
と
と
は

明
ら
か
で
あ
る
が
、
或
は
中
世
の
和
気
使
着
船
を
物
語
る
も
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

平
野
邦
雄
氏
「
豊
前
の
条
史
と
国
府
1
1
古
代
政
治
勢
力
の
所
在
を
め

ぐ
っ
て

l
l」
〈
九
州
工
業
大
学
研
究
報
告
6
号
、
昭
和
お
・

3
）
に

よ
れ
ば
、
宇
佐
使
は
、
豊
前
国
衡
の
外
港
た
る
京
都
郡
草
野
洋
に
上
陸

じ
、
や
が
て
伸
津
郡
今
井
津
に
着
船
し
、
凶
路
を
宇
佐
に
と
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。

「
弘
安
三
年
和
気
掛
助
成
参
宮
記
」

宝
料
集
成
紙
倫
録
十
八
寺
社
、
鬼
保
四
子
年
二
月
の
条
、
及
び
続
百
一

録
、
延
事
元
年
九
月
廿
五
日
、
元
治
元
作
附
子
四
月
一
日
よ
り
、
市
措
幣

使
御
用
留
帳
（
筆
者
所
蔵
）
に
も
延
・
字
元
年
、
文
化
元
年
の
奉
幣
使
の

行
程
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

'51) 側側舵

Vi/ 

側倒例

奈
良
時
代
以
米
律
令
制
の
も
と
で
中
央
と
地
方
と
は
積
々
の
使
節
の
往
来
が
行
わ
れ
た
。
四
度
使
、
飛
駅
や
令
外
の
助
解
由
伎
な
ど
の
政
治

的
官
使
、
防
人
部
領
使
、
山
地
討
使
と
い
っ
た
軍
事
的
使
節
、
更
に
唐
物
使
、
大
宰
貰
綿
使
と
い
っ
た
外
交
的
、
経
済
的
自
使
な
ど
数
多
く
挙
げ

る
ζ

と
が
で
き
る
。
更
に
伊
勢
神
宮
や
諸
国
の
神
社
に
対
す
る
朝
廷
か
ら
の
奉
幣
使
、
祭
使
の
如
き
宗
教
的
｛
日
伎
の
何
例
・
臨
時
の
発
泣
も
見

ら
れ
た
。
元
来
使
節
と
称
す
る
も
の
は
事
に
つ
け
て
発
遣
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
臨
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
恒
例
化
し
、

定
着
し
て
日
職
と
な
っ
た
も
の
が
多
く
、
使
と
称
さ
れ
る
も
の
は
数
多
い
寸
）
そ
う
し
た
も
の
の
う
ち
宗
教
的
宵
伎
の
代
友
例
と
し
て
伊
勢
神
宮



の
会
卿
勅
使
、
宇
佐
八
幡
宮
の
宇
佐
使
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
縞
で
は
宇
佐
伎
に
つ
い
て
そ
の
起
源
、
概
略
を
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
発
造
、

逓
送
に
関
し
て
て
二
の
問
題
点
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

上
述
の
政
治
的
官
使
は
も
と
よ
り
、
宗
教
的
官
使
た
る
｛
子
佐
使
発
遣
に
お
け
る
路
次
供
給
・
逓
送
は
平
安
前
期
に
至
る
ま
で
は
駅
制
に
よ
っ

て
円
滑
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
宇
佐
奉
幣
使
は
当
初
は
全
く
事
有
る
時
の
臨
時
の
官
使
で
あ
っ
た
か
ら
令
に
規
定
さ
れ
る
如
く
駅

伝
馬
を
利
用
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
駅
伝
馬
利
用
の
官
使
が
駅
制
の
衰
退
に
伴
っ
て
次
第
に
給
食
馬
使
に
変
化
じ
て
い
っ
た
時
に

同
様
に
宗
教
的
官
使
た
る
宇
佐
使
も
か
つ
て
の
駅
伝
馬
を
利
用
す
る
も
の
か
ら
国
司
に
よ
る
食
馬
の
供
給
を
受
け
る
伎
に
変
化
し
た
と
さ
れ
る

が
、
日
泰
元
年
（
八
九
八
）
よ
り
一
一
一
年
一
皮
の
奉
幣
使
が
発
遣
・
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
即
位
奉
告
の
他
は
、

打
開
十
土
、

民

N
U
F

非
常
の
奉
幣
使
が
少
く
な

っ
て
い
く
と
い
う
事
実
に
比
し
て
興
味
深
い
。

天
暦
四
年
（
九
五
O
U
の
宇
佐
使
発
遣
で
あ
る
。
太
政
官
符
に
よ
っ
て
山
陽
道
諸
国
司
と
大
宰
府

に
対
し
て
逓
送
と
路
次
供
給
を
命
ぜ
ら
れ
駅
鈴
二
口
も
授
与
さ
れ
た
。
本
来
、
駅
使
で
あ
れ
ば
駅
鈴
で
乙
と
が
足
句
、

A

一
日
符
が
出
さ
れ
る
必
要

宇
佐
佼
逓
送
に
関
す
る
史
料
的
初
見
は
、

は
な
い
の
で
あ
る
が
、
駅
制
が
笑
を
失
っ
た
十
世
紀
半
の
と
の
時
点
に
も
、
国
司
に
供
給
が
命
じ
ら
れ
な
が
ら
も
駅
鈴
を
与
え
た
と
乙
ろ
は
全

（

6
v
 

く
の
形
式
で
あ
っ
て
、
駅
制
が
変
化
し
て
し
ま
っ
た
と
と
も
に
、
宇
佐
使
先
遣
も
非
常
事
態
の
奉
告
が
少
く
な
っ
て
、
内
衷
焼
亡
、
天
災
祈
消

も
恒
例
伎
に
委
托
す
る
状
況
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

駅
制
崩
壊
後
の
宇
佐
使
の
近
送
は
、
治
道
の
国
司
（
或
は
郡
司
）
が
旅
伯
、
食
料
、
乗
馬
な
ど
の
供
給
を
継
承
し
て
行
っ
た
が
、
宇
佐
位
発

迫
と
川
町
時

κ、
乙
の
供
給
を
要
話
す
る
太
政
官
符
、

蔵
人
所
牒
が
出
さ
れ
た
乙
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

天
府
内
年
の
ん
足
代
、

長
暦
四
年
の
官

符
、
所
牒
は
と
う
し
た
事
実
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
宇
佐
伎
の
逓
送
、
駅
家
の
供
給
は
摂
津
、
播
倍
、
備
前
、
備
中
、
術
後
、
安
芸
、

周
防
、
長
門
、
車
前
、
他
店
後
、
筑
前
、
肥
前
、
肥
後
の
十
三
国
の
凶
可
に
割
当
て
ら
れ
た
。

｛

7
）
 

喬
排
出
に
主
ろ
沿
辺
諸
国
で
あ
る
。
十
一
一
一
ヶ
国
は
鎌
合
同
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
史
料
に
見
え
る
も
の
で
、
平
安
時
代
の
負
担
前
回
は
山
城
、
播

ζ

れ
ら
の
諸
国
は
い
づ
れ
も
京
都
よ
り
字
佐
及
び

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
窓
良
〉

九



宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
忠
良
〉

一三
O

円

8｝

店
、
摂
津
、
備
前
、
備
中
、
備
後
、
筑
前
、
車
前
等
が
見
え
る
の
で
ほ
Y
変
り
な
か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
開
後
、
肥
前
、
肥
後
は
沿
道

（

9
U
 

の
国
で
は
な
い
が
駅
家
雑
事
を
負
担
し
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
肥
前
回
は
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
も
雑
事
を
負
担
す
る
国
で
あ
っ
た
。

蔵
人
牒
は
国
司
等
を
動
員
し
う
る
力
の
な
い
中
下
級
貴
族
が
国
司
の
接
待
を
期
待
す
る
た
め
に
下
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
宇
佐
使
に
必

ず
出
さ
れ
た
の
も
使
者
に
選
定
さ
れ
た
も
の
が
和
気
氏
と
い
っ
た
中
流
貴
族
で
あ
り
、
他
氏
で
使
に
選
ば
れ
た
人
物
も
多
く
新
に
五
位
K
叙
せ

ら
れ
る
と
い
っ
た
余
り
上
流
の
貴
族
で
な
か
っ
た
こ
と
に
も
拠
る
と
惟
宣
さ
れ
る
。
或
は
、
使
に
蔵
人
所
の
小
合
人
が
従
っ
た
場
合
も
多
い
の

【

mv

で
、
そ
う
し
た
関
係
で
蔵
人
牒
が
発
せ
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
吏
に
神
山
一
ー
が
賊
人
所
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
（
山
川
述
）
関
係
に
悶
悶
を
も
っ

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

摂
関
政
治
の
時
代
に
お
い
て
は
隈
関
家
、
立
族
の
行
旅
参
詣
に
国
司
が
宿
泊
、
饗
応
等
路
次
の
供
給
を
路
大
に
行
っ
た
と
と
が
知
ら
れ
て
い

る
が
、
次
第
に
そ
の
行
過
ぎ
が
現
わ
れ
、

に
な
っ
て
米
る
有
様
で
あ
っ
た
。
蔵
－
A
所
牒
が
し
き
り
に
出
さ
れ
た
ζ

と
、
官
符
、
所
牒
の
他
に
更
に
摂
関
家
御
教
書
ま
で
が
山
山
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
寛
仁
元
年
の
宇
佐
神
宝
使
藤
原
良
頼
は
官
符
の
他
に
、
個
人
的
で
は
あ
る
が
摂
政
頼
通
よ
り
仰
救
世
討
を
路
次
の
国
司
に
下
し
て

い
る
の
も
そ
う
し
た
現
象
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
国
樹
領
の
減
少
に
よ
る
悶
樹
財
政
の
窮
乏
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
官
使
の
応
援
の
方
而
が
疎
略

国
司
に
よ
る
こ
れ
ら
の
貴
族
、
官
使
就
中
宇
佐
使
に
対
す
る
経
済
的
な
供
給
源
は
国
間
領
で
あ
り
、
国
街
一
此
税
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
保
安

元
年
三
一
一
一
O
）
の
摂
津
国
疋
税
帳
K
臨
時
用
穀
と
し
て
「
依
左
弁
官
月
日
貿
旨
、

奉
幣
住
吉
・
広
田
両
社
使
用
途
」
が
あ
り
、

駅
ぬ
を
買

充
て
る
費
用
を
計
上
し
て
い
る
の
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
中
期
以
降
、
庄
閲
制
の
発
展
に
よ
り
急
激
に
凶
術
領
が
減
少
し
た
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、

一
方
国
司
も
次
第
に
這
任
化
し
、
知
行
閣
の
制
に
よ
っ
て
従
来
国
司
に
依
存
し
た
交
通
接
待
も
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
一
般
印
刷
に
も
ま
た
勅
使
の
供
給
し
駅
家
雑
事
の
謀
役
が
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

ζ

れ
ら
の
課

役
は
臨
時
間
役
と
し
て
国
司
に
よ
っ
て
す
で
に
早
く
か
ら
笑
際
に
は
行
わ
れ
て
来
た
と
忠
わ
れ
る
が
、
宇
佐
川
似
供
給
の
深
役
が
一
艇
の
山
閣
に



課
せ
ら
れ
た
の
は
天
客
二
年
ハ
一

O
五
四
〉
東
大
寺
領
山
城
国
玉
井
庄
で
川
年
に
免
除
せ
ら
れ
た
史
附

r
よ
っ
て
レ
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
従

っ
て
天
喜
二
年
以
前
に
は
玉
井
庄
で
は
勅
使
供
給
夫
馬
の
謀
役
を
出
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
。

ζ

う
し
た
公
卿
勅
使
や
宇
佐
使
の
如
き
交

通
に
か
か
わ
る
謀
役
は
そ
の
勅
使
の
通
行
す
る
沿
道
の
国
・
庄
園
児
賦
課
さ
れ
た
と
忠
わ
れ
る
が
、
弘
誓
院
領
丹
後
同
周
釈
社
に
宇
佐
役
が
免

除
さ
れ
て
い
る
例
か
ら
も
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
隈
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
卿
勅
使
駅
家
役
が
近
江
、
伊
勢
両
国
に

発
遣
の
部
俊
山
詩
文
、
情
熊
野
使
が
紀
伊
国
花
謀
せ
ら
れ
た
叫
ん
「
ち
も
現
在
、
免
除
に
つ
い
て
の
史
料
或
は
勅
伎
役
臼
担
の
史
料
が
ほ
と
ん
ど

前
述
の
国
に
限
ら
れ
と
と
ろ
か
ら
、
丹
後
闘
の
場
合
は
弘
警
院
領
の
摂
津
、
播
磨
の
諸
庄
が
免
除
せ
ら
れ
た
時
に
、
話
役
全
て
の
中
陀
宇
佐
使

も
謀
役
の
一
つ
と
し
て
合
め
ち
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
実
情
と
は
昆
る
も
の
と
解
し
た
い
。

｛

m
H｝
 

す
で
に
氷
伺
元
年
（
九
八
三
〉
宇
佐
伎
役
の
劫
仕
緩
怠
に
よ
っ
て
山
城
、
版
印
刷
国
司
の
鑑
務
が
停
止
さ
れ
、

《

mM

佐
使
で
は
路
次
供
給
を
倹
約
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
と
れ
ば
国
司
の
供
給
が
保
少
で
あ
っ
た
に
他
な
ら
な
い
。

賞
品
川
一
川
年
ハ
一

O
八
七
）
の
宇

乙
れ
よ
り
以
前
か
ら
宇
佐
使
供
給
を
割
宛
て
ら
れ
た
諸
国
の
庄
園
の
対
押
は
著
し
く
、
同
路
を
山
陽
道
に
と
っ
て
宇
佐
へ
向
う
こ
と
は
実
現

不
可
能
と
な
っ
た
ち
し
〈
、
寛
仁
元
年
（
一

O
一
七
〉
の
犬
神
士
使
良
川
相
は
嬬
府
よ
り
船
を
利
用
し
た

ζ

と
は
前
述
し
た
。

彼
の
場
JA口
当
時
大

宰
師
で
あ
っ
た
疎
開
隆
家
の
長
田
力
で
あ
り
、
摂
政
頼
通
よ
り
御
教
曹
を
路
次
の
凶
可
に
下
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
同
前
庄
の
対
揮
に
よ
っ

て
供
給
が
出
来
ず
、
海
路
を
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（泣）

対
押
を
問
臼
に
訴
え
て
い
る
ζ

と
か
ら
も
ぬ
路
の
通
行
が
あ
っ
た
に
し
て
も
ζ

の
様
に
供
給
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
、
次
第
に
栴
路
が
選
ぽ
れ

そ
の
後
永
暦
一
五
年
ハ
一
二
ハ
O
）
備
前
閏
可
も
宇
佐
使
供
給
を
宛
て
ら
れ
た
諸
庄
闘
の

る
椋
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
均
成
時
代
K
入
っ
た
す
〈
治
一
一
年
（
二
八
『
ハ
）
の
制
使
派
泣
は
、
治
安
資
業
の
例
に
よ
っ
て
栴
路
を
と
る
べ

（忽）

し
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
中
絶
に
至
る
ま
で
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
確
で
は
な
い
が
、
中
川
に
入
り
、
鎌
倉
幕
府
に

よ
る
駅
制
設
置
が
見
ら
れ
た
時
も
山
陽
道
に
お
い
て
は
、
元
出
店
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
し
か
も
平
打
で
緊
急
事
態
の
た
め
で
あ
っ
た

hn｝
 

か
ら
、
本
私
的
交
通
協
和
快
仙
と
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
ほ
と
ん
ど
栴
路
を
と
る
一
卜
向
が
行
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
元
来
、
山

宇
佐
伐
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
忠
良
）



宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
〉

一
一

陽
道
及
び
西
海
道
の
新
任
国
司
は
海
路
に
よ
り
赴
任
す
る
乙
と
が
規
定
さ
句
大
宰
府
よ
り
の
貫
綿
、
官
人
の
存
米
、
そ
の
他
主
と
し
て
物
資

で
は
あ
っ
た
が
そ
の
輸
送
は
中
世
に
至
る
ま
で
海
路
を
と
っ
た
。
鈍
回
目
闘
の
年
貢
に
米
が
後
世
ま
で
多
量
を
山
め
た
の
も
そ
う
し
た
水
起
に

ょ
っ
で
J
U
小
都
、
畿
内
に
運
送
さ
れ
た
の
に
外
な
ら
な
い
。
山
肌
制
が
す
た
れ
、
夏
陀
駅
家
の
雑
事
供
給
が
閑
難
と
な
れ
ば
当
然
、
従
来
利
用
度
の

高
か
っ
た
瀬
戸
内
海
の
利
用
が
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
併
し
な
が
ら
、
本
来
は
岐
路
通
行
で
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
宇
佐
使
再
興
に
於
い
て

は
、
陸
路
山
陽
道
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
宇
佐
使
が
ど
の
よ
う
に
し
て
海
路
を
と
っ
て
宇
佐
へ
赴
い
た
か
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
搭

｛お｝

麿
よ
り
海
路
を
と
っ
た
乙
と
は
、
す
で
に
寛
仁
元
年
の
宇
佐
使
の
場
合
に
見
た
如
く
で
あ
る
。
宇
佐
使
一
行
が
橋
隣
国
の
ど
の
地
点
よ
り
船
出

《お）

を
し
た
か
川
確
に
示
す
も
の
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
文
治
元
年
（
二
八
五
〉
の
和
気
相
家
の
場
合
や
「
雑
筆
要
築
」
に
引
く
同
宣
に

よ
っ
て
宇
佐
伎
が
明
石
駅
に
関
連
し
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
て
搭
瞬
間
明
石
部
魚
住
泊
が
宇
佐
使
出
帆
の
場
所
で
は
な
か
っ
た
か
推
測
さ
れ

【幻〉

る
。
明
石
郡
魚
住
的
は
公
の
泊
と
し
て
政
府
の
援
助
で
港
の
修
築
が
な
さ
れ
た
瀬
戸
内
海
の
港
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
全
て
の
使
者
が
播
磨
か
ら

出
た
と
は
断
言
は
で
き
な
い
。
内
海
の
最
大
の
港
で
あ
っ
た
灘
法
律
か
ら
も
な
タ
〈
出
航
し
た
で
あ
ろ
う
。
或
は
一
平
安
時
代
も
ぬ
期
か
ら
中
世
へ

か
け
て
の
宇
佐
使
発
追
の
場
合
は
多
く
、
当
時
、
内
海
海
運
の
大
郎
分
を
内
め
、
且
つ
躍
ん
で
あ
っ
た
九
州
、
内
栴
陀
閣
の
年
貫
陥
送
船
の
往

復
の
利
用
が
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
瀬
戸
内
海
の
地
域
は
米
穀
の
運
送
に
海
運
が
早
く
か
ら
利
用
さ
れ
た
。
中
央
の

庄
国
領
主
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
数
多
く
の
社
寺
領
、
権
門
領
が
成
交
を
見
た
ζ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
定
貨
で
あ
り
陸
路
の
輸
送
に

は
極
め
て
採
算
の
と
れ
な
い
米
の
運
送
に
は
水
還
が
最
も
有
利
で
あ
っ
た
。
更
に
内
海
の
地
が
塩
・
魚
貝
の
’
紅
地
で
あ
っ
た
か
ら
こ
の
地
の
箭
庄

国
と
中
央
と
の
海
上
交
通
は
如
繁
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
北
九
州
の
諸
山
幽
か
ら
も
多
く
米
を
運
上
し
た
と
と
は
東
大
寺
の
庄
悶
と
な
っ
た

《
叩
叫
｝

観
世
音
寺
領
詰
庄
や
中
央
立
族
領
（
筑
前
一
両
国
牧
な
ど
）
な
ど
数
多
い
。
内
海
を
通
航
じ
、
九
州
陀
豆
る
こ
れ
ち
の
組
問
庄
園
の
年
貴
米
運
送
船

｛勾）

の
利
用
が
考
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る

c

以

t
の
如
く
、
国
司
制
度
崩
壊
の
進
行
し
て
い
っ
た
平
安
末
期
に
お
け
る
宇
佐
使
派
遣
は
、
国
司
或
は
陀
闘
の
対
押
に
よ
っ
て
料
消
的
に
は



Am）
 

ほ
と
ん
ど
行
き
引
っ
た
状
様
で
あ
っ
た
。
加
え
て
平
安
末
期
の
争
乱
に
よ
る
、
政
治
的
な
不
安
を
奉
幣
に
よ
っ
て
粉
飾
す
る
か
の
よ
う
に
勅
使

発
遣
は
移
し
か
っ
た
。
し
か
も
す
で
に
花
地
に
お
け
る
矛
盾
が
あ
ら
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
各
地
で
叛
乱
が
起
っ
て
照
り
、
平
治
の
乱
後
の
大
林

宝
使
発
遣
で
あ
っ
た
永
勝
元
年
の
備
前
国
諸
庄
対
押
に
よ
る
発
遣
の
困
難
さ
を
導
き
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
た
源
平
争
乱
の
後
の
、
後
鳥
羽
天
引
十

（引き

即
位
奉
山
山
口
使
、
和
気
相
家
の
発
迫
時
の
如
き
は
、
武
士
の
狼
和
に
会
い
神
宝
等
を
放
棄
し
て
川
川
駅
よ
り
帰
山
附
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
時
代
の
発
泣
は
前
述
の
如
く
数
多
く
、
摂
関
政
治
の
頂
点
で
あ
っ
た
勝
郎
辺
長
、
頼
迎
の
時
代
よ
り
次
第
に
哨
加
し
、
院
政
開
始
の
’
甘
ん
治
一
一
一

年

三

O
八
六
）
以
来
、
三
年
に
一
度
、
或
は
六
年
毎
と
発
遣
が
見
ら
れ
、

七
年
と
い
う
の
は
偽
に
一
度
、

大
治
主
年
（
二
三
O
）
か
ら
保
延

三
年
（
二
三
七
）
の
間
だ
け
と
い
う
頻
繁
さ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
附
点
に
お
い
て
、

今
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
社
守
飯
店
閑
に
お

け
る
宇
佐
役
免
除
の
巾
請
が
践
を
接
し
て
提
出
せ
ら
れ
る
状
態
が
凡
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
天
存
・
一
年
l

（一

O
五
阿
）
東
大
寺
飯
山
城
凶

玉
井
圧
に
宇
佐
役
供
給
夫
馬
の
課
役
が
免
除
さ
れ
、

（認）

下
向
維
事
が
免
ぜ
ら
れ
、
同
寺
領
筑
前
嘉
麻
郡
脈
弁
対
で
は
仁
宏
－
一
年
（
一
一
六
七
）
先
例
で
は
勤
仕
し
な
か
っ
た
の
に
、

【お）

左
右
、
令
切
懸
」
め
た
た
め
に
免
除
が
行
わ
れ
た
。
脈
弁
封
は
、

寛
治
六
年
（
一

O
九
二
）
に
は
筑
前
観
世
音
寺
領
同
国
黒
鳥
庄
田
分
の
宇
佐
勅
使
大
卿
卜
一

大
宰
府
よ
り
「
仰
…

観
世
音
寺
が
保
安
一
一
年
1
2
一二
O
〉
に
至
り
、

京
大
十
可
末
寺
と
な
っ
て
以

来、

久
寿
二
年
（
二
五
問
）
山
城
弘
誓
院
は

〔

M
m
v

そ
の
所
領
摂
体
問
三
島
店
、
石
井
庄
、
播
脳
同
一
一
一
方
、
藤
一
一
一
位
店
な
ど
の
宇
佐
使
以
下
の
同
役
を
免
除
さ
れ
た
。
が
そ
の
後
も
常
使
、
検
非
巡

そ
の
寺
領
と
な
り
東
大
寺
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
宇
佐
使
雑
事
が
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

使
等
の
入
部
に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
点
応
元
年
（
二
三
二
）
改
め
て
免
除
せ
ら
れ
て
い
る
。

（お）

播
隣
国
間
開
店
の
宇
佐
雑
事
を
免
じ
、
義
和
元
年
（
二
八
一
）
後
白
河
院
日
は
新
熊
野
社
飢
に
公
卿
勅
使
、
宇
佐
使
等
の
雑
事
を
」
停
止
し
て
い

｛お）

る
。
同
社
偵
の
内
に
は
宇
佐
勅
使
卜
向
路
次
の
凶
に
い
民
間
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

｛

gv 

鎌
倉
時
代
に
入
つ
で
も
辿
久
八
年
（
二
九
七
）
掃
府
凶
小
犬
丸
保
に
免
除
が
行
わ
れ
、
高
野
山
領
術
後
回
大
同
店
に
初
対
神
宮
役
夫
工
米

門お』

と
と
も
に
字
佐
役
が
免
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
従
前
述
べ
て
来
た
如
く
い
づ
れ
も
宇
佐
勅
使
下
向
の
沿
道
に
布
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
点
応

長
寛
元
年
（
一
一
六
三
）
八
条
院
庁
は

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
窓
良
）

一
一一



宇
佐
伎
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
）

一
三
四

元
年
の
弘
誓
院
領
諸
庄
の
再
免
除
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
す
で
に
平
安
時
代
末
期
よ
り
海
路
を
と
っ
て
い
た
の
に
山
陽
道
の
諸
国
に
位

置
し
た
庄
闘
に
謀
役
免
除
が
な
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、

一
考
と
し
て
庄
閑
内
の
会
事
に
字
佐
役
が
宛
課
さ
れ
て
次
第
に
そ
れ
が
慣
例
と
な
れ

ば
、
免
除
が
な
さ
れ
て
も
領
家
側
で
は
先
例
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
え
よ
う
。
中
世
花
園
に
お
け
る
詰
の

名
目
的
な
公
ボ
徴
収
を
考
え
る
時
に
す
で
に
海
路
を
と
っ
て
い
た
字
佐
伎
の
一
卜
向
に
対
し
、
陸
路
の
沿
道
諸
庄
が
相
か
わ
ら
ず
宇
佐
使
役
の
免

除
を
受
け
て
い
る
の
は
、
史
料
的
な
所
見
は
な
い
け
れ
ど
も
、
宇
佐
使
発
遣
に
托
し
た
国
楠
の
税
徴
収
が
な
さ
れ
た
事
を
意
味
す
る
も
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
宇
佐
使
と
と
も
に
他
の
諸
課
役
が
免
除
の
対
象
に
一
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
貞
応
元
年
に
免
除

を
受
け
た
弘
一
官
官
院
領
は
す
で
に
恥
く
か
ら
ハ
久
寿
二
年
〉
免
除
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
官
使
，
検
非
違
使
な
ど
の
乱
入
徴
収
が
な
さ
れ

た
乙
と
は
、
承
久
の
乱
後
に
お
け
る
在
地
の
動
揺
の
余
波
を
受
け
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
課
役
と
称
し
て
動
も
す
れ
ば
国
街
、
在
庁
の
収
島
町
の

手
段
と
す
ら
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ζ

う
し
た
状
態
で
、
鋭
倉
中
期
に
入
る
と
一
層
宇
佐
使
駅
家
雑
事
は
困
難
を
究
め
た
ら

し
い
る
〉
す
で
に
建
久
六
年
（
二
九
五
）
宇
佐
使
駅
家
雑
事
関
分
を
私
の
勤
と
し
て
勤
仕
す
れ
ば
昇
殿
を
聴
す
と
希
望
者
を
募
っ
た
桜
な
事
も

あ
り
（
旬
天
橋
元
年
〈
一
三
一
一
一
一
一
〉
四
月
十
七
日
勅
使
和
気
有
式
は
、
三
日
自
に
し
て
、
豊
島
駅
家
よ
り
、
「
雑
事
依
不
合
期
、
難
遂
前
途
」
し

と
帰
洛
し
た
ほ
ど
で
あ
ふ
叫
）
し
か
し
て
、
元
亨
元
年
（
士
一
一
二
一
）
恒
例
使
発
遣
を
最
後
に
ち
奈
良
時
代
以
来
、
連
続
し
た
宇
佐
使
発
進
の
事

が
杜
絶
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
鎌
倉
米
よ
り
、
南
北
朝
期
内
乱
に
か
け
て
、
伊
勢
公
卿
勅
使
と
と
も
に
発
迫
が
考
え
ら
れ
て

い
る
喝
再
興
ち
れ
る
延
享
元
年
ま
で
発
遣
を
見
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に
、
宇
佐
使
と
そ
の
逓
送
に
関
し
て
概
観
し
て
二
三
の
点
に
ふ
れ
て
来
た
が
、
宇
佐
使
と
宇
佐
八
幡
宮
の
発
股
｜
｜
殊
に
平
安
時
代

中
期
よ
り
大
宰
府
に
対
抗
し
得
る
勢
力
に
成
長
じ
、
更
に
平
安
末
期
、
平
氏
と
の
結
び
つ
き
に
よ
る
発
展
と
大
庄
園
鋲
主
へ
の
地
位
へ
上
昇
し

（制｝

た
過
程
に
宇
佐
使
が
果
し
た
役
割
を
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
字
佐
八
幡
宮
に
お
け
る
勅
使
卓
会
宮
の
行
事
、
そ
れ
に
当
っ
た
判
官
、
及
ぴ
参
宮



行
事
K
お
け
る
宇
佐
宮
領
へ
の
所
謀
役
の
問
題
な
ど
ふ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
す
で
に
尽
き
て
い
る
の
で
稿
を
改
め
て
述

数
多
く
の
関
係
史
料
が
践
さ
れ
て
い
る
。

ベ
度
い
。
先
述
の
絞
に
、
江
戸
時
代
後
半
の
延
享
元
年
に
及
び
、
宇
佐
使
は
再
興
さ
れ
る
に
至
る
が
、
現
布
宇
佐
八
幡
宮
及
び
旧
桐
官
家
に
は

鎌
倉
期
の
宇
佐
官
に
お
け
る
宇
佐
使
へ
の
対
応
l
・
政
治

ζ

れ
ら
の
史
料
を
も
と
に
し
て
、
平
安
、

的
、
経
済
的

l
復
原
の
足
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

註

（
1
V
『
官
職
安
解
』
、
坂
本
太
郎
氏
「
上
代
駅
制
の
研
究
」

（
2
〉
令
義
鮮
、
巻
七
、
公
式
令

（
3
）
坂
本
氏
前
掲
書
、
第
四
編
、
駅
の
衰
微

（
4
）
類
車
体
符
立
沙

（
5
）
令
義
組
肝
、
公
式
令

ハ
6
）
天
徳
四
年
九
月
廿
二
一
日
の
内
裏
焼
亡
は
、
翌
年
応
和
元
年
間
三
月
七

臼
の
恒
例
使
に
奉
告
さ
れ
て
い
る
。
（
日
本
紀
略
四
）
長
保
元
年
六

月
の
内
閣
誕
焼
亡
も
十
一
月
の
三
年
一
度
例
幣
に
奉
告
が
行
わ
れ
た
。

（
日
本
紀
略
十
、
総
記
）
天
終
以
前
と
は
か
な
り
そ
の
発
遺
に
相
巡

が
見
ら
れ
る
。

〈

7
）
三
長
記
、
建
久
七
年
十
一
月
廿
九
日

ハ
8
）
山
城
1
天
苔
二
年
ハ
官
宣
旨
｜
平
安
遺
文
七
O
九
号
〉

播
磨
｜
長
路
元
年
（
八
条
院
庁
下
文
l
平
安
遺
文
補
一

O
四
号
）

摂
津
｜
養
和
元
年
（
後
臼
河
院
庁
下
文
楽
｜
同
四
O
一三悶守）

備
中
・
術
後
・
豊
前
養
和
元
年
（
同
右
）

備
前
｜
永
岡
山
元
年
（
山
根
記
）

宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
恵
良
）

筑
前
仁
安
二
年
（
大
宰
大
武
庁
立
案
｜
平
安
遺
文
三
回
三
八
号
）

（
9
）
文
永
七
年
十
一
月
八
日
、
宇
佐
勅
使
役
銭
請
取
状
ハ
武
雄
神
社
文

書）

（
叩
）
新
城
常
三
氏
「
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
」
第
一
章
、
古
代

の
参
詣

（U
）
良
頼
が
供
給
官
符
を
え
た
の
は
本
来
殿
上
人
に
は
給
し
な
い
の
を
字

佐
使
は
特
別
だ
と
い
う
こ
と
で
給
っ
た
の
で
あ
ろ
。

ζ

の
場
合
、
蔵

人
所
牒
も
出
さ
れ
て
い
る
。
（
左
経
記
）

（
臼
）
左
経
記
、
寛
仁
一
万
年
十
月
八
、
九
、
十
日
、
及
び
前
常
註
ハ
お
）
参

照

（
羽
）
左
経
記
、
同
年
十
月
、
中
右
記
、
同
年
十
月
十
三
日

（
M
）
平
安
遺
文
補
四
五
号

（
日
）
平
安
遺
文
七
O
九
号

（
叩
山
）
山
城
随
心
院
文
書
（
大
日
本
史
料
五
ノ
一
所
収
〉

（
口
）
小
島
氏
前
掲
論
文

（
叩
山
〉
殿
暦
、
永
久
五
年
正
月
廿
五
日

（
印
）
小
右
記
目
録

五



宇
佐
使
に
つ
い
て
の
一
考
察
〈
窓
良
）

（
州
出
〉
為
一
民
卿
記
（
大
日
本
史
料
同
編
ノ
一
一
的
収
）

（
幻
）
山
塊
記
、
周
年
十
一
月
十
三
日

（
沼
）
玉
菜
文
治
二
年
七
月
五
日

（
沼
）
新
城
府
市
三
氏
「
中
世
の
駅
制
」
（
史
淵
九
十
阿
輯
〉

（
剖
〉
獄
家
三
代
格
、
大
田
元
年
六
月
十
一
日
太
政
官
符

（
お
〉
左
経
記
、
同
年
十
月
十
日

（
お
）
百
錬
抄
、
文
治
一
元
年
十
二
月
六
日

（
幻
）
河
合
正
治
氏
「
古
代
内
海
交
通
の
諸
問
題
」
第
三
挙
内
海
庄
園
の
形

成
（
「
内
海
底
業
と
水
湿
の
史
的
研
究
」
所
収
）

（
お
）
東
大
寺
文
書
中
の
観
世
音
寺
鎖
関
係
文
書
、
及
び
小
右
記
な
ど
に
見

え
る
。

（
却
）
新
城
常
三
氏
前
掲
著
中
熊
野
参
詣
陀
関
す
る
研
究
の
項

（
釦
）
玉
川
袋
、
文
治
元
年
十
月
十
七
日

（
況
〉
百
錬
抄
、
文
治
元
年
十
二
月
六
日

（
別
世
〉
寛
治
六
年
十
月
九
日
、
筑
前
国
司
庁
宣
（
平
安
遺
文
二
一
二
三
〉

（
お
）
仁
安
二
年
十
月
廿
日
、
大
宰
大
武
庁
宣
案
（
平
安
遺
文
三
四
三
八
）

（
川
品
）
随
心
院
文
書
、
乾
（
大
日
本
史
料
支
編
ノ
一
所
収
）

（
お
）
長
路
元
年
十
一
月
四
日
、
八
条
院
庁
下
文
（
九
条
家
文
書
）

〈
お
〉
養
和
元
年
十
二
月
八
日
、
後
白
河
院
庁
下
文
案
（
新
熊
野
社
文
諮
）

（
幻
〉
建
久
八
年
四
月
三
十
日
、
官
宣
回
国
〈
壬
生
文
書
、
大
日
本
史
料
四
編

ノ
五
所
収
）

（
お
）
す
〈
治
二
年
五
月
十
日
、
太
政
官
符
、
建
久
六
年
十
二
月
十
三
日
、
宮

立
旨
（
高
野
山
文
書
）

（
お
）
雑
策
要
集
、
国
宣
二
十
一
一
一
（
統
群
書
類
従
、
十
一
輯
ノ
下
）

一
三
六

（

ω）
玉
葉
、
建
久
六
年

（H
U
）
百
錬
抄
、
十
四
、
｝
大
福
元
年
四
月
十
七
日

（
必
〉
革
命
、
続
史
愚
抄
、
元
亨
一
万
年
二
月
十
六
日
、
公
卿
勅
使
の
発
遣
が

中
絶
し
た
の
は
小
島
氏
に
よ
れ
ば
、
嘉
勝
三
年
の
発
遣
が
汲
後
で
あ

ヲ

Q

。

（
却
）
闘
太
暦
、
興
国
七
年
七
月
六
日

（
川
明
）
宇
佐
官
神
官
の
中
に
は
、
御
装
束
所
、
御
馬
所
な
ど
の
機
関
が
見
ら

れ
る
が
、
い
づ
れ
も
宇
佐
勅
使
の
も
た
ら
す
、
神
宝
、
神
体
の
装

束
、
神
馬
な
ど
の
受
領
、
管
盟
な
ど
を
支
配
し
た
乙
と
が
知
ら
れ

る
。
こ
と
に
御
馬
所
の
成
立
に
は
勅
使
の
奉
納
す
る
神
馬
管
理
が
預

っ
て
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
別
杭
で
ふ
れ
た

い
。
検
非
遼
所
或
は
検
非
違
使
な
ど
も
、
伊
勢
の
神
宮
検
非
途
使
と

の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
公
卿
勅
使
の
参
宮
の

場
合
、
伊
勢
の
大
神
官
検
非
違
使
が
沿
道
！
と
と
に
神
郡
内
の
特
問

に
当
っ
た
ζ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
（
渡
辺
直
彦
氏
「
神
社
検
非
違

使
」
｜
神
道
学
四
九
号
所
収
）



A Consideration about the Usa-no-tsukai (c:_pftc{5e) 

Hiromu ERA 

The Usa-Hachiman Shrine (¥{t/\1l1ifi'&D that had been a 

provincial shrine of Buzen (~r)fj) district was raised at a bound to 



the national great shrine with casting of the Great Buddha of the 

Todaiji temple at the middle period of Nara Era. 

Since then, the belief of the Imperial Court for the 

Usa-Hachiman increased and on the occasion of Dokyo's Gut/0 
watching for the Imperial Throne which was one of the greatest 

events in the late Nara Era, Wake-no-Kiyomaro (;f;Jl:'..<\?,1rJf,!;,'s) was 
appointed to an envoy and carried out his mission.As the auspicious 

convention, since the biginning of Heian-i;:eriod the envoy to inform 

it to the divine was appointed from the posterity of Kiyomaro the 

every enthronement of the Emperor, and they were called the 

Usa-no-tsukai (or the envoy to Usa-Hachiman Shrine). 

Besides, there was a few kind of envoys, the messenger of 

information on the occasion of the national events or accidents 

daishinpjj-shi (*#'.'"iI1!1!) who prepared the Holy treasure and 

dedicated it once in one emperor's lifetime, or from the late 9th 

century Hobeishi(lf;ff;1W..) was sent once every three years, and since 

then it became a custom. The above mentioned envoys were the all 

Emperor's missionary and they were called lJsa-no-tsukai. 

After the middle period of Heian Era, with the collapse of 

the postal system C®~Eil;IJ), sending by post and supply in the way 

of Usa-no-tsukai was done by the provincial governor of Sany6d6 

(1J11SMiQ) and Northen Kyushu C/Udi'i) along the route, and the 

expention for it was alloted to the Shoen Ol WI) and was collected 

by force. The obligation of the manor for Usa-no-tsukai was called 

Usayaku('¥-{!i.f!D composed of mainly the supply of workmen, hors

es and foods or the reception. But, with the collapse of the system 

of the provincial governer they were not done enough, and at last, 

down to the 14th century they were ceased. 

The Relation between the growth of Usa-Hachiman which 

reigned over as the grand lord of Shoen and the Usa-no-tsuhai 

wasn't cleared up so much, but it seems to me that they gave 
effects each other. 
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In this article, I'd like to mention about the problem ot a 

systematical outline of Usa-no-tsukai and its transition of the 

method to send by post. 
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